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・琵琶湖の水位上昇に伴う水害は流域治水において、どのよ

うな位置づけになっているのか。 （水政課）

：琵琶湖についても、河川・水路等のひとつとして同様に扱

います。ただし、琵琶湖浸水については、土地利用・建築

に関して、浸水特性を踏まえた固有の対応も必要と考えて

おり、規制の態様については、条例検討の過程において具

体化を進めます。

・一般の方にも理解してもらうために、専門用語の解説が有

った方がよい。 （監理課）

：ご指摘のとおり、用語の解説を作成します。

・「はじめに」では、県民、事業者、行政（市町・県・国）に

対して「みんなで協力して流域治水を進めていきましょう」

という呼びかけが必要。 （環境政策課）

：現時点では、はじめにの内容は用意できていませんが、ご

意見のとおりであると考えています。

・同じことが何度もかかれていて、全体としても長すぎる。

もっと要約されては。 （大津土木）

：ご指摘に基づき見直します。

・「新たな条例を制定等により土地利用・建築の規制を行

い、・・・」とあり、P２６第四章５．（２）の基本条例にお

いても「建築・土地利用規制の区域指定」との記載がある

一方で、P20において、第四章３（３）２）の表-４におい

ては、「建築基準法第３９条に基づく・・建築規制を行う。」

とあり、その位置づけ、関連を明確にしていただきたい。

県下特定行政庁から規制の方法、規制の主体等について照

会が多数よせられていることから、また、基本方針により

決定する前に情報が欲しい旨要望も多い。

（建築指導室）
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：200 年確率で 3m 以上，2.5m3/s2 以上の浸水が生じる箇所

については、人命保護のための建築規制が必要であり、建

築基準法第39条の活用を前提としております。建築基準法

第39条に基づく規制の態様については、①滋賀県建築基準

条例、あるいは、②その他の条例、で定めることが考えら

れます。法の趣旨、あるいは、対水害を考慮した建築規制

のあるべき姿に照らして、①あるいは②のどちらの方法で

規制することが適切なのかについては、貴課(室)とも十分

に協議し検討していきたいと考えております。

また、10 年確率で 0.5m 以上の浸水が生じる箇所では、

生活再建が困難となる被害を回避するため、新たな市街化

を抑制することを考えております。この態様についても、

都市計画法の主旨を踏まえて、県条例にて具体的に定めて

いくこととしております。

上記を踏まえて、修正します。
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■第一章 流域治水の概念と基本方針の位置づけ

１． 流域治水の概念

近年、全国的に水害が頻発しています。特に最近では、気

候変動やライフスタイルの変化なども要因となり、外力は増

大し被害構造も変化してきています。

一方、河川や洪水調整地など治水施設の整備は、投資余力

の減少などによりその進捗が鈍化する傾向にあります。また、

一定規模での施設整備が完成した場合にも、その整備水準を

超える洪水が発生することは否定できません。むしろ、気候

変動の影響により外力は増大し、現在の治水安全度が著しく

低下する可能性も指摘されています（水災害分野における地

球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について、社会

資本整備審議会答申、2008）。

このような状況をふまえ、滋賀県では、「どのような洪水に

対しても、人命を守り、壊滅的な被害を防ぐためには、どの

ように対応すべきか」という視点から治水政策を再検証する

こととしました。数年間に及ぶ調査検討の結果、これからの

治水政策では、「川の中の対策」だけでは抑えきれない洪水が

あることをこれまで以上に意識したうえで、「川の中の対策」

だけではなく「川の外の対策」をも並行し、自助・共助・公

助が一体となってハード・ソフトのあらゆる手段を総合的に

講じることが重要であると強く認識するに至りました。

これらの認識を踏まえ、ここに滋賀県は、県内で推進する

流域治水を次のように定義します。

・近年、最近とは具体的に何年を指すのか不明。「特に最近

では」を削除。 （耕地課）

：ご指摘のとおり修正します。

・ライフスタイルの変化と外力の増大とは関係するのでしょ

うか。 （琵琶湖河川事務所）

：ご指摘に基づき、誤解の生じない表現に修正します。

・各種基準「例」都市計画法に基づく開発行為に関する技術

基準滋賀県土木交通部住宅課」では、調節池との記載をし

ており、調整池に修正。 （住宅課）

：ご指摘のとおり修正します。

・外力とは何か。 （大津市）

：降雨によって生じる洪水流量や洪水位などを総称して「外

力」と表現しています。理解していただけるよう用語解説

を作成します。

・「どのような洪水に対しても」の標記と以下の枠のなかでは

「どのような洪水にあっても」となっているが、これでい

いのか。 （大津市）

：ご指摘に基づき、学識者部会や住民会議での記述に統一し

ます。

■第一章 流域治水の概念と基本方針の位置づけ

１．流域治水の概念

近年、全国的に水害が頻発しています。気候変動等による

外力の増大（降雨特性の変化）やライフスタイルの変化など

も要因となり、被害構造も変化してきています。

一方、河川や洪水調整池など治水施設の整備は、投資余力

の減少などによりその進捗が鈍化する傾向にあります。また、

一定規模での施設整備が完成した場合にも、その整備水準を

超える洪水が発生することは否定できません。むしろ、気候

変動の影響により外力は増大し、現在の治水安全度が著しく

低下する可能性も指摘されています（水災害分野における地

球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について、社会

資本整備審議会答申、2008）。

このような状況をふまえ、滋賀県では、「どのような洪水に

あっても、人命を守り、壊滅的な被害を防ぐためには、どの

ように対応すべきか」という視点から治水政策を再検証する

こととしました。数年間に及ぶ調査検討の結果、これからの

治水政策では、「川の中の対策」だけでは抑えきれない洪水が

あることをこれまで以上に意識したうえで、「川の中の対策」

だけではなく「川の外の対策」をも並行し、自助・共助・公

助が一体となってハード・ソフトのあらゆる手段を総合的に

講じることが重要であると強く認識するに至りました。

これらの認識を踏まえ、ここに滋賀県は、県内で推進する

流域治水を次のように定義します。
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どのような洪水にあっても、①人命が失われること避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、川の中の対策に加えて川の外の対策を、自

助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水

また本基本方針では、「川の外の対策」を図-1のように、「た

める（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・「そ

なえる（地域防災力向上対策）」に分類して、その考え方と方

向性を示すこととします。

目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）

河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる ため池、調整池

グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、耐水化建築など

図-1 滋賀県における流域治水の目的と対策の分類

・「自助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水」

は文章としておかしいのでは。 （大津土木）

：地域の自助および共助と行政の公助が一体となって川の外

の対策を総合的に進めていくものであります。ご指摘に基

づき、文章を修正します。

・各対策を「ためる」、「とどめる」、「そなえる」、「ながす」

の分類については、部分的に読むとどうしてその分類に入

るのかがわかりにくくなっているため、十分な説明が必要

と考えられる。特に、「ながす」については、図に位置づけ

られていないので、工夫が必要。P12(図－1)、P12「ながす」

も同じ。 （大津市）

：「ながす」については、図－１の「これまでの対策」が該当

しますので、「ながす」を図中に加えます。その他、新たに

解説図を加えるなどにより分かりやすい表現に努めます。

どのような洪水にあっても、①人命が失われることを避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、自助・共助・公助が一体となって、川の中の

対策に加えて川の外の対策を、総合的に進めていく治水

また、本基本方針では、「川の外の対策」を図-1のように、

「ためる（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・

「そなえる（地域防災力向上対策）」に分類して、その考え方

と方向性を示すこととします。
目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下さ

せる対策 （これまでの対策）
河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる 調整池、グラウンド、森林、水田、

ため池など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、建築物の耐水化など

ながす

図-1 滋賀県における流域治水の目的と対策の分類

ながす 洪水をできるだけ川の外へ溢れさせないよう河川や

水路等を整備する対策を言います。河道内に整備される洪水

調節施設（ダムなど）も含みます。

ためる（流域貯留対策） ため池、調整池、グラウンドでの
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２． 滋賀県流域治水基本方針の位置づけ

「川の中の対策」について、滋賀県は、各河川の均衡ある

治水安全度の向上を図るべく、平成 20、21 年の 2 年間をか

けて、「滋賀県の河川整備方針」を定め基本（長期）計画を示

すとともに、現在の投資余力を踏まえ、中長期整備実施河川

（今後 20 年間で整備すべき河川・区間、Ａ～Ｄランク）を

選定しました。これらの諸計画により、滋賀県が管理する各

河川については、治水安全度の向上させる具体的な道筋が示

されています。国においても、平成 19 年に淀川水系河川整

備基本方針が、次いで平成 21 年には淀川水系河川整備計画

が策定され、県内の国直轄河川に関する「川の中の対策」に

ついて具体的な整備内容が示されています。

そのため、本基本方針では、「川の中の対策」に関する諸計

画（河川管理者がその責任範囲で定める河川整備に関する計

画）を所与の条件としつつ、流域治水の立場から、「川の中の

対策」で付加的に実施すべき事項、および「川の外の対策」

として実施すべき事項について、その概要と基本的方向を示

すこととします。

・今後20年間で整備すべき河川・区間はA,B河川のみであり

A～Dの表現は修正が必要。 （大津土木）

：ご指摘に基づき誤解の無いように修正します。

・流域治水の立場とは、具体的に何を示すのか。 （河港

課）

：どのような洪水にあっても人命が失われることを避けるこ

とを最優先として川の中の対策（所与）に加え川の外の対

策を総合的に実施する立場を言っています。

雨水貯留など、河川や水路等への流入量をへらす対策を言い

ます。

どどめる（氾濫原減災対策） 輪中堤、二線堤、霞堤、水害

防備林、土地利用規制、耐水化建築など、河川や水路等の整

備水準を超える洪水により氾濫が生じた場合にも、まちづく

りの中で被害を最小限に抑える対策を言います。

そなえる（地域防災力向上対策） 防災訓練や防災情報の発

信など、避難行動や水防活動など即時的判断を伴う災害対応

をより強化する対策を言います。

２． 滋賀県流域治水基本方針の位置づけ

「川の中の対策」について、滋賀県は、各河川の均衡ある

治水安全度の向上を図るべく、平成 20、21 年の 2 年間をか

けて、「滋賀県の河川整備方針」を定め基本（長期）計画を示

すとともに、現在の投資余力を踏まえ、中長期整備実施河川

（河川整備に優先的に取り組む河川・区間、Ａ～Ｄランク）

の検討を行いました。これらの諸計画により、滋賀県が管理

する各河川については、治水安全度を向上させる具体的な道

筋が示されています。国においても、平成 19 年に淀川水系

河川整備基本方針が、次いで平成 21 年には淀川水系河川整

備計画が策定され、県内の国直轄河川に関する「川の中の対

策」について具体的な整備内容が示されています。

そのため、本基本方針では、「川の中の対策」に関する諸計

画（河川管理者がその責任範囲で定める河川整備に関する計

画）を所与の条件としつつ、流域治水の立場から、「川の中の

対策」で付加的に実施すべき事項、および「川の外の対策」

として実施すべき事項について、その概要と基本的方向を示

すこととします。
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■第二章 治水上の課題

１.滋賀県の河川特性

滋賀県の周囲には県境をなす山地が続いているため、降っ

た雨はほとんどが琵琶湖に注ぎ、瀬田川、淀川を通じて大阪

湾に流出しています。岐阜県境に木曽川水系、福井県境に北

川水系の河川がありますが、いずれも一級水系であることか

ら、滋賀県には二級河川はありません。

・「流域治水の立場から、「川の中の対策」で付加的に実施す

べき事項」とは具体的にどのような対策になるのでしょう

か。 （琵琶湖河川事務所）

・付加的に実施すべき事項とは何か。P14～P16には、川の中

の対策を含む全てが記載されている。 （河

港課）

：特にＴランク河川の対応を指します。H.W.L.以下の洪水だ

けでなく、整備水準を超える洪水に壊滅的な被害を回避す

るための局所的な堤防強化や樹林帯の整備等を言っていま

す。具体的には、第四章１（３）に示す対策です。

・付加的に実施すべき川の中の対策や川の外の対策について

も、河川管理者の責任の範囲で定める河川整備に関する計

画（河川整備基本方針、河川整備計画）に位置付ける必要

があるのではないでしょうか。（琵琶湖河川事務所）

：滋賀県河川整備基本方針では、氾濫流抑制施設の保全等に

より減災を図ることや、滋賀県が定める河川整備計画にお

きまして水害防備林や霞堤等の整備・保全などの減災対策

も必要に応じて検討し実施していく旨の表記をしておりま

す。また、淀川水系河川整備計画おいても、計画規模や施

設能力を超える洪水への対応として、川の外の対策（例え

ば、水害に強いまちづくり）について位置付けていただい

ております。

■第二章 治水上の課題

１.滋賀県の河川特性

滋賀県の周囲には県境をなす山地が続いているため、降っ

た雨はほとんどが琵琶湖に注ぎ、瀬田川、淀川を通じて大阪

湾に流出しています。岐阜県境に木曽川水系、福井県境に北

川水系の河川がありますが、いずれも一級水系であることか

ら、滋賀県には二級河川はありません。
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淀川水系は、三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良の２府

４県にまたがり、その流域面積は8,240km2（幹川流路延長は

75.1km）ですが、このうち、琵琶湖流域は3,848km2であり、

淀川全体の46.7％を占めています。県の面積に占める琵琶湖

の流域面積は、95.8％です。瀬田川への流入河川を含めた、

県の面積に占める淀川の流域は、98％を占めます。

滋賀県の一級河川は509本（直轄13河川含む）あり、岐阜県

境の木曽川水系藤子川1河川、福井県境の北川水系北川（天増

川）、寒風川、椋川3河川の合計4河川を除くと、全て淀川水

系となっています。一級河川のうち、直轄管理区間は13河川

67.5km、指定区間は504河川（内4河川は湖沼）2,254.3kmあり

ます。琵琶湖に直接流入する一級河川は118本（南湖32本、北

湖86本）、また、瀬田川に直接流入する河川は12河川（洗堰

上流6本、洗堰下流6本）あります。琵琶湖および瀬田川に直

接流入する河川について、流路や流域別の河川数を表2-1に示

します。

琵琶湖を中心にして平地が広がり、その外側を分水嶺が取

り囲む同心円状の構造をしている地勢から、指定区間延長は

野洲川、安曇川の2河川を除くと全てが50km未満と短く急峻で

あり、洪水が起こりやすく渇水被害に見舞われやすいといっ

た特徴があります。

また、水源山地の地質条件と相まって、大量の土砂流出の

ため、天井川が多いのも特徴で、代表的なものに草津川、家

棟川、姉川（高時川）、百瀬川などがあり、これらの河川の

下を国道や河川が隧道、カルバートにより横断しています。

地域的に見ると、湖南・湖東地方では野洲川、日野川、愛

知川等の大河川が東西方向に幹川を延ばし、湖北地方では姉

川、高時川、余呉川等の大河川が南北方向に幹川を延ばして

・文章表現の改善または数字の精査が必要。 (環境政策課)

：ご指摘に基づき、確認します。

・地質条件と何が相まっているのか不明確。

（琵琶湖河川事務所）

：前述の地形特性との意味ですが、ご指摘に基づきわかりや

すく修正します。

・同ページ、２９行では、「姉川、高時川」となっており、統

一すべき。 （環境政策課）

：ご指摘のとおり修正します。

・「湖南・湖東地方」等については「地域」の方が良い。

（耕地課）

淀川水系は、三重・滋賀・京都・大阪・兵庫・奈良の２府

４県にまたがり、その流域面積は8,240km2（幹川流路延長は

75.1km）ですが、このうち、琵琶湖流域は3,848km2であり、

淀川全体の46.7％を占めています。瀬田川への流入河川を含

めた、県の面積に占める淀川の流域は、98％を占めます。

滋賀県の一級河川は509本（直轄13河川含む）あり、岐阜県

境の木曽川水系藤子川1河川、福井県境の北川水系北川（天増

川）、寒風川、椋川3河川の合計4河川を除くと、全て淀川水

系となっています。一級河川のうち、直轄管理区間は13河川

67.5km、指定区間は504河川（内4河川は湖沼）2,254.3kmあり

ます。琵琶湖に直接流入する一級河川は118本（南湖32本、北

湖86本）、また、瀬田川に直接流入する河川は12河川（洗堰

上流6本、洗堰下流6本）あります。

琵琶湖を中心にして平地が広がり、その外側を分水嶺が取

り囲む同心円状の構造をしている地勢から、指定区間延長は

野洲川、安曇川の2河川を除くと全てが50km未満と短く急峻で

あり、洪水が起こりやすく渇水被害に見舞われやすいといっ

た特徴があります。

また、これらの地形特性と水源山地の地質条件が相まって、

土砂流出がおこりやすく、天井川が多く形成されています。

代表的なものに草津川、家棟川、姉川、高時川、百瀬川など

があり、これらの河川の下を国道や河川が隧道、カルバート

により横断しています。

地域的に見ると、湖南・湖東地域では野洲川、日野川、愛

知川等の大河川が東西方向に幹川を延ばし、湖北地域では姉
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います。湖西地方の代表的な河川としては安曇川があり、多

くは比良山地から流路の短い小河川が東西方向に分布してい

ます。

琵琶湖に流入する一級河川118河川の内、指定区間延長が

10.0km以下および流域面積20k㎡以下の小規模な河川が、全

体の80％を占めています（図表追加）。また、流域の平均幅

が1.5km以下、流域の形状係数が0.4以下の河川が全体の約

半数を占め、細長い流域形状を持った河川が多いことも特徴

の一つです（図表追加）。一方、県の土地利用・交通網の特

徴として、琵琶湖線、湖西線、北陸本線の鉄道網や国道等幹

線道路が、琵琶湖から概ね5km以内に位置することから、こ

れらを中心に町が発展しており、小規模な河川は琵琶湖周辺

の市街化区域等の重要な地域の排水を担っています。

２．気候変動による外力の増加

近年、局地的な集中豪雨が頻発し、その影響を受けやすい

流域面積が比較的小さい中小河川における洪水や土砂災害が

多く発生しています。

：ご指摘のとおり修正します。

・流域の形状係数が0.4以下とはどのようなことか。

（大津市）

：流域の形状係数は、流域の形状を数量的に表すもので流域

形状係数Ｆ＝Ａ／Ｌ２（Ａ：流域面積，Ｌ：河川長）で表さ

れ、１／Ｆが大きければ細長い流域で、小さければ幅広の

流域といえます。0.4 以下の形状係数とは細長い流域形状

であることを示しています。ご指摘の主旨を踏まえ解析・

図表により分かりやすくする工夫をします。

・「外力の増加」は堅い。 （大津土木）

：降雨によって生じる洪水流量や洪水位などを総称して「外

力」と表現しています。理解していただけるよう用語解説

を作成します。ご指摘のとおり表現が堅いですが、「外力」

という言葉をもちいる方がイメージしていただき易いと考

えられるため、案のとおりとします。

・各文で内容の重複が多い。もっと短く整理されては。

（大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

・「中小河川における洪水や土砂災害が多く発生している」と

言い切れるのか。 （大津市）

：全国的にみても集中豪雨やゲリラ豪雨により大河川よりも

中小河川の災害が頻発していることは明らかです。例えば、

社会資本整備審議会（総合的な豪雨災害対策の推進につい

て（提言）平成17年4月）などでも同様の指摘がなされてい

川、高時川、余呉川等の大河川が南北方向に幹川を延ばして

います。湖西地域の代表的な河川としては安曇川があり、多

くは比良山地から流路の短い小河川が東西方向に分布してい

ます。

琵琶湖に流入する一級河川118河川の内、指定区間延長が

10.0km以下および流域面積20k㎡以下の小規模な河川が、全

体の80％を占めています。また、流域の平均幅が1.5km以下、

流域の形状係数が0.4以下の河川が全体の約半数を占め、細

長い流域形状を持った河川が多いことも特徴の一つです（図

表追加）。一方、県の土地利用・交通網の特徴として、琵琶

湖線、湖西線、北陸本線の鉄道網や国道等幹線道路が、琵琶

湖から概ね5km以内に位置することから、これらを中心に町

が発展しており、小規模な河川は琵琶湖周辺の市街化区域等

の重要な地域の排水を担っています。

２．気候変動による外力の増大

近年、局地的な集中豪雨が頻発し、その影響を受けやすい

流域面積が比較的小さい中小河川における洪水や土砂災害が

多く発生しています。
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地球温暖化にともなう気候変動により、集中豪雨の頻発化

や台風の大型化、渇水の深刻化など、過去の統計や経験が通

用しなくなる事態が生じることが予想されており、水害や土

砂災害等の頻度や規模の増大による壊滅的な被害の発生や渇

水の深刻化による被害の拡大が懸念されています。

国が予測した気候変動による100年後の降水量の変化は、

現在のおおむね 1.1 倍から 1.3 倍、最大で 1.5 倍程度を見込

むことが妥当とされており、将来の降水量の増加により現在

の治水安全度は著しく低下し、浸水やはん濫の危険性が増大

することが予想されています。（「水災害分野における地球温

暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について」，社会資本

整備審議会答申，2008）

たとえ治水施設が完成しても整備水準を超える洪水が発生

する確率が増大しており、既存施設や計画されている治水施

設のみで将来にわたって安全を守り続けることは極めて困難

な状況になっています。（図表追加）

３．行政対応の現状と問題点

（１）河川行政等の現状と問題点

（ながす・ためる）

滋賀県が管理する河川では、少なくとも 10 年確率降雨

（50mm/hr相当）により想定される洪水を河道内で安全に流

下させることを当面の目標として整備を進めています。10年

確率降雨に対する河川の整備率は、ようやく半分を超えた程

度（55.5%：H21 年度末）で、県管理の全ての河川で同様の

安全性を確保するためには、平成 21 年度の予算規模で今後

１世紀程度の期間を必要とすることが分かっています。（図表

追加）

ます。

・「過去の統計や経験が通用しない」とはどのようなことか。

（大津市）

：標記のような気候変動の影響により、過去の雨の降り方や

水位の上がり方等をそのまま信じて活かすことが難しいよ

うな事態になってきたことをいいます。

・「たとえ治水施設・・整備水準を超える」は整備目標と改め

られたい。 （大津市）

：ここでは整備目標ではなく、各整備段階での"施設能力"を

指しているため、整備水準という表記で誤りはないと考え

られますので案どおりとします。

・ハード事業に限定した表記「河川行政等（河川整備）の現

状と課題」にするべき。 （防災危機管理）

：ご指摘のとおり修正します。

・通常は、「１００年」という表現。 （耕地課）

：ご指摘のとおり修正します。

国が予測した気候変動による100年後の降水量の変化は、

現在のおおむね 1.1 倍から 1.3 倍、最大で 1.5 倍程度を見込

むことが妥当とされており、将来の降水量の増加により現在

の治水安全度は著しく低下し、浸水やはん濫の危険性が増大

することが予想されています。（「水災害分野における地球温

暖化に伴う気候変化への適応策のあり方について」，社会資本

整備審議会答申，2008）

たとえ治水施設が完成しても整備水準を超える洪水が発生

する確率が増大しており、既存施設や計画されている治水施

設のみで将来にわたって安全を守り続けることは極めて困難

な状況になっています。（図表追加）

３．行政対応の現状と問題点

（１）河川行政等（河川整備）の現状と問題点

（ながす・ためる）

滋賀県が管理する河川では、少なくとも 10 年確率降雨

（50mm/hr相当）により想定される洪水を河道内で安全に流

下させることを当面の目標として整備を進めています。10年

確率降雨に対する河川の整備率は、ようやく半分を超えた程

度（55.5%：H21年度末）で、県管理の全ての河川で同様の

安全性を確保するためには、平成 21 年度の予算規模で今後

100年程度の期間を必要とすることが分かっています。（図表

追加）
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市町が管理する河川・水路（準用河川・下水道（雨水）・普

通河川等）についても5年～10年確率降雨に対する整備が進

められています。これらの県・市町による河川・水路の整備

は、財政制約等からその進捗は鈍化してきています。

また、琵琶湖も含め、滋賀県が管理する河川は、淀川水系

の上流部に位置することから、下流域の治水施設の整備状況

に配慮しながら治水施設の整備・運用を行わなければならな

いという制約もあります。

ほ場整備については、整備を必要とする農地の8割を超え

る範囲が整備済みとなっており、ほ場整備と一体的に 10 年

確率洪水に対応した農業用排水路の整備も順次進められてい

ます。ただし、農業用排水路については、ほ場内の洪水（10

年確率）を一定時間内に排水する整備となっているため、計

画の対象となる洪水では一時的に湛水することになります。

このように、河川・水路等の整備目標やその進捗には限界

・()内の準用河川は前の河川ではないのか、下水道(雨水)を

水路の中に含めるのはおかしいのではないか、整理が必要。

（大津市）

：河川・水路のうちの河川に入るということでしょうが、「河

川・水路」は、これで一つの単語と捉えています。下水道

の雨水幹線も、通常は開水路である場合が多いためここに

含めています。

・「これらの県・市町・・・」の文章は改行して始めるべきで

は。 （大津市）

：前文と連続する文章であり、前文に逆説の「が」を付けて

連続で記載します。

・また、河川・水路の整備が鈍化している原因は、財政制約

等で纏めてよいのか、人員問題なども考えた上での記述か。

（大津市）

：財政制約等の「等」には、ご指摘の理由のほか、土地利用

の高度化に伴う事業の長期間化など、地域特性に応じた用

地取得の困難化など、地域特性に応じたいろいろな理由が

あると考えています。

・「琵琶湖も含め・・・・制約もあります。」とされているが、

琵琶湖を含め、瀬田川洗堰より上流において具体的にどの

ような制約があるのか。滋賀県が管理する全ての河川が制

約を受けている印象に取られる。制約があると考えられる

瀬田川洗堰および瀬田川は国管理であり滋賀県が管理して

いない部分である。 （水政課）

：琵琶湖流入河川の出発水位が固定化されるという点で制約

を受けております。ご指摘の主旨を踏まえ誤解が生じない

よう修正します。

市町が管理する河川や水路（準用河川・下水道（雨水）・普

通河川等）についても5年～10年確率降雨に対する整備が進

められていますが、これらの県および市町による河川や水路

の整備は、財政制約等からその進捗は鈍化してきています。

ほ場整備については、整備を必要とする農地の8割を超え

る範囲が整備済みとなっており、ほ場の整備と一体的に 10

年確率洪水に対応した農業用排水路の整備も進められていま

す。ただし、農業用排水路については、ほ場内の洪水（10年

確率）を一定時間内に排水する整備となっているため、計画

の対象となる洪水では一時的に湛水することになります。

このように、河川や水路等の整備目標やその進捗には限界
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がありますが、そのことが社会的に十分認識されているとは

言えない状況にあります。

滋賀県は、管理する一級河川（総延長約 2,200 ㎞）におい

て、河道内の樹木の繁茂や土砂堆積による河積の阻害などに

逐次対処する責務がありますが、近年は、慢性的に投資余力

が減少する中で、限られた予算・人員体制で対応しなければ

ならない状況になっています。また、このことは市町が管理

する河川・水路についても同じように言えます。

築堤河川の堤防が決壊した場合には、はん濫の大きなエネ

ルギーや、はん濫流による急激な水位上昇により、家屋が破

壊されるなどの壊滅的な被害が予想されます。このため、多

くの天井川を有する滋賀県にとって、堤防の決壊をできる限

り回避させることは差し迫った課題となっています。

・「慢性的に資金余力が減少する」とはどのようなことか。

（大津市）

：わが国の経済状況の影響等により、長年にわたり河川管理

に係る予算の減少が余儀なくされている状況を指し、慢性

的にとは、当事者にとって望ましくない状態が長引いてい

るさまをいいます。

・「はん濫流の大きなエネルギーや、はん濫による急激な水位

上昇により」が正しい。 （防災危機管理局・大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

・前回、掘込河川についても、被害が想定されることから、

明記頂きたい旨意見を述べさせて頂きましたが、今回の修

正案では、文章として反映されてないように思われます。

（甲賀市）

：前回の修正で、第1段落におきまして「滋賀県が管理する

河川では、少なくとも10年確率降雨（50mm/hr相当）によ

り想定される洪水を河道内で安全に流下させることを当面

の目標として整備を進めています。」とさせていただきまし

た。すなわち堀込河川につきましても、中長期河川整備計

がありますが、そのことが社会的に十分認識されているとは

言えない状況にあります。

琵琶湖も含め、滋賀県の河川は、淀川水系の上流部に位置

することから、一部の河川については、下流域の治水施設の

整備状況に配慮しながら整備を行うことが必要であります。

また、唯一、琵琶湖から流れ出る瀬田川についても国が管理

する洗堰の施設運用に関し、同様の制約があるだけでなく、

洪水流入量に比べ瀬田川の流出能力がはるかに小さいため琵

琶湖水位の上昇に伴う洪水が発生するおそれがあります。

滋賀県は、管理する一級河川（総延長約2,200 ㎞）におい

て、河道内の樹木の繁茂や土砂堆積による河積の阻害などに

逐次対処する責務がありますが、近年は、慢性的に投資余力

が減少する中で、限られた予算と人員体制で対応しなければ

ならない状況になっています。また、このことは市町が管理

する河川や水路についても同じように言えます。

築堤河川の堤防が決壊した場合には、はん濫流の大きなエ

ネルギーや、はん濫による急激な水位上昇により、家屋が破

壊されるなどの壊滅的な被害が予想されます。このため、多

くの天井川を有する滋賀県にとって、堤防の決壊をできる限

り回避させることは差し迫った課題となっています。
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時代の経過とともに国民ニーズや産業構造が変化し、木材

等林産物の国内生産が減少した結果、多くの人工林が適切に

管理されずに放置され荒廃するようになりました。中山間地

域を中心に農地の耕作放棄地が増加してきており、水源かん

養や貯留機能が損なわれつつあります。河川計画はこれらの

貯留機能を前提としています。森林や水田の貯留機能の劣化

は、気候変動とともに、大洪水の頻発化を招く一因となりま

す。

グラウンド・駐車場や水田等による貯留効果について、安

曇川・大戸川流域等で試算したところ、100 年確率の洪水に

対しては、これらの貯留効果はダムの調節効果の数％程度あ

ることが確認されました。グラウンド・駐車場や水田等での

貯留は、中小洪水に対する効果は認められる場合があるもの

の、河川計画の対象となるような大洪水に対する効果は限定

的であることが分かっています。（図表追加）

画に基づき整備を進めていくことを示しております。

・耕作放棄地の増加の原因に触れるべき。また、後段を独立

させるべき。 （環境政策課）

：ご指摘に基づき、修正します。

・「低下」に修正するべきでは。 （建築指導室）

：ご指摘のとおり修正します。

・今回追加された意図が理解できません。必要ないのでは。

効果がないといっているようにもとれる。 （大津土木）

：今回追加したのは、「ためる」に関する現状整理がなされて

いないとのご指摘に対応するためです。ご指摘のとおり、

グラウンド・駐車場や水田等の貯留効果は、河川計画の対

象となる洪水には効果は限定的ですが、日常的に発生する

中小洪水には効果が認められます。したがって、一概に効

果がないとは言っているわけではありません。

・「水田等の現状での貯留効果」でないか。 （大津土木）

：グラウンド等では30cmの貯留を、水田では15cmの貯留を

想定して計算したものですので、現状以上の「ためる」対

策を行った場合に数％程度ということです。誤解が生じな

いよう修正します。

・これらの貯留効果はダムの調節効果の数％程度あることが

確認されました。・・・限定的であることがわかっています。

数％を評価しているのか限定的を強調しているのかわかり

にくい。数％程度と確認されました。など、前後の趣旨が

繫がるように修正してはいかがか。（大津市） 

時代の経過とともに国民ニーズや産業構造が変化し、木材

等林産物の国内生産が減少した結果、多くの人工林が適切に

管理されずに放置され荒廃するようになりました。また、農

業従事者の高齢化等による労働力不足や鳥獣被害による生産

性の低下などの理由により、中山間地域を中心に農地の耕作

放棄が増加しています。これらのような状況の変化から、水

源かん養や貯留機能が損なわれつつあります。河川計画はこ

れらの貯留機能を前提としています。森林や水田の貯留機能

の低下は、気候変動とともに、大洪水の頻発化を招く一因と

なります。

既存のグラウンド・駐車場や水田等に新たな貯留機能を付

加した場合の貯留効果について、安曇川・大戸川流域等で試

算したところ、100 年確率の洪水に対しては、これらの貯留

効果はダムの調節効果の数％程度であることが確認されまし

た。グラウンド・駐車場や水田等での貯留は、中小洪水に対

する効果は認められる場合があるものの、河川計画の対象と

なるような大洪水に対する効果は限定的であることが分かっ

ています。（表追加）



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 13 -

滋賀県や市町は、開発に伴い洪水調節池の設置を事業者に

指導しています。しかしながら、ほとんどの調節池は私有財

産であることなどから、治水計画上、その効果が見込まれて

いません。また、継続的な機能確保についても制度上十分に

担保されていない状況にあります。

：グラウンド・駐車場や水田等の貯留効果は、河川計画の対

象となる洪水には効果は限定的ですが、日常的に発生する

中小洪水には効果が認められます。図表を追加し、意図を

わかり易くします。

・調節池は私有地であっても勝手に改変できないこととなっ

ており、このような記述により今後の開発指導に支障がな

いのか危惧する。一方、P17の貯留機能の強化においては、

「調整池の活用」「開発に対する雨水排水基準や開発指導要

綱を設け、流下能力が不足する場合など必要に応じて流出

抑制施設の設置を指導します。」との記載についての整合も

図るべきと考えます。 （建築指導室）

：ご指摘のとおり私有地であっても勝手に改変すべきではあ

りませんが、現状として、継続的に十分な維持管理が行わ

れていない施設の存在について表記しております。そのた

め第四章２．（２）貯留機能の強化では表－３におきまして

も、「設置および適正な維持管理」を役割分担として表記し

ております。

・開発者が設置する施設は、通常「調整池」と呼ぶのでは。

（耕地課）

：ご指摘のとおり修正します。

・「滋賀県や市町は・・・ほとんどの調節池は私有財産」とあ

るが、大津市では開発に伴って設置される調整池は用地、

施設共に帰属してもらい市で管理を行っている。（大津市）

：大津市では市に帰属して適正管理しておられるとのことで

すので、ご指摘に基づき修正させていただきます。

また、どのような法的根拠等に基づきそのような処理が可

能となっているのか勉強させてください。

滋賀県や市町は、開発に伴い洪水調整池の設置を事業者に

指導しています。しかしながら、一部の調整池（大津市等は

施設を帰属させ管理している）を除くと、多くの調整池は私

有財産であることなどから、治水計画上、その効果が見込ま

れていません。また、継続的な機能確保についても制度上十

分に担保されていない状況にあります。
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資料１ これまでの河川政策について

（１）明治29年（1896年）河川法制定（近代河川制度の

誕生）以降

１）明治18年の淀川洪水や明治29年の琵琶湖大洪水など

に対する淀川上下流の治水対策として、河川法の制定とと

もに淀川改良計画を策定

瀬田川の浚渫工事が実施されるとともに、琵琶湖水位の管

理と下流淀川洪水時の洪水調節を目的とする南郷洗堰が

設置され、昭和36年に現在の瀬田川洗堰を整備

２）昭和20年代から30年代には大きな水害が県内各地で

発生。昭和28年の台風13号では、県内のほとんどの川の

堤防が決壊。被災した河川では災害箇所の復旧とともに、

河道を拡幅する河川改修を実施

（２）昭和39年（1964年）河川法改正（治水と利水の体

系的な制度整備）以降

１）琵琶湖総合開発事業（昭和47 年度～平成8 年度）に

より、琵琶湖洪水対策として湖岸堤や内水排除施設（排水

ポンプ）の整備や、ダム、河川改修による河川整備を推進。

並行して水道や工業用水道、かんがい施設の整備も推進

２）平成４年に瀬田川洗堰の操作規則が策定。

洪水期には琵琶湖の水位をあらかじめ基準水位－0.2m

（BSL－0.2ｍ）または基準水位－0.3m（BSL－0.3m）に

下げておくことにより、琵琶湖の周辺の浸水被害を減少さ

せるとともに、下流が洪水で危険な時の放流制限や全閉操

作を明記

（３）平成９年（1997 年）河川法改正（治水・利水・環

境の総合的な制度整備）以降

１）河川法の目的に、これまでの治水、利水に加えて「河

川環境の整備と保全」が追加されるとともに、河川整備計

・資料1では、主語（主体）が示されていません。（大津土木）

：ご指摘に基づき、主体を追記します。

資料１ これまでの河川政策について

（１）明治29年（1896年）河川法制定（近代河川制度の

誕生）以降

１）明治18年の淀川洪水や明治29年の琵琶湖大洪水など

に対する淀川上下流の治水対策として、国は河川法の制定

とともに淀川改良計画を策定

国により、瀬田川の浚渫工事が実施されるとともに、琵琶

湖水位の管理と下流淀川洪水時の洪水調節を目的とする

南郷洗堰が設置され、昭和 36 年に現在の瀬田川洗堰を整

備

２）昭和20年代から30年代には大きな水害が県内各地で

発生。昭和28年の台風13号では、県内のほとんどの川の

堤防が決壊。被災した河川では河川管理者により災害箇所

の復旧とともに、河道を拡幅する河川改修を実施

（２）昭和39年（1964年）河川法改正（治水と利水の体

系的な制度整備）以降

１）琵琶湖総合開発事業（昭和47 年度～平成8 年度）に

より、国、水資源開発公団および県は、琵琶湖洪水対策と

して湖岸堤や内水排除施設（排水ポンプ）の整備や、ダム、

河川改修による河川整備を推進。並行して水道や工業用水

道、かんがい施設の整備も推進

２）平成４年に国は関係機関との調整のもと、瀬田川洗堰

の操作規則を策定

洪水期には琵琶湖の水位をあらかじめ基準水位－0.2m

（BSL－0.2ｍ）または基準水位－0.3m（BSL－0.3m）に

下げておくことにより、琵琶湖の周辺の浸水被害を減少さ

せるとともに、下流が洪水で危険な時の放流制限や全閉操

作を明記

（３）平成９年（1997 年）河川法改正（治水・利水・環

境の総合的な制度整備）以降

１）国は河川法の目的に、これまでの治水・利水に加えて

「河川環境の整備と保全」が追加されるとともに、河川整
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画制度を導入

２）住民の意見を聴く「川づくり会議」や、有識者等から

意見を聴く「淡海の川づくり検討委員会」を設置し、県内

の河川整備計画を策定

３）河川が本来有している生物の良好な生育環境に配慮

し、併せて美しい自然景観を保全あるいは創出するため、

「多自然型川づくり」を推進

４）琵琶湖周辺で産卵・生育する魚類を保護するため、急

激な水位変動を抑えた弾力的な瀬田川洗堰の操作を実施

（４）近年の状況

１）平成16年は台風が多数上陸し、新潟・福島豪雨災害、

福井豪雨災害、京都府由良川水害など、治水施設の計画規

模を超えた洪水による水害や土砂災害が頻発

２）この一連の災害では、高齢者や障害者など災害時要援

護者の被災が相次ぎ、地域防災力の低下といった課題が顕

在化

３）このような課題に対応するため、平成 17 年に水防法

が改正され、浸水想定区域の指定対象を主要な中小河川に

拡大するとともに、洪水ハザードマップ等による周知措置

の徹底や、中小河川における洪水情報の充実等を実施

県は、日野川や野洲川などの７河川を洪水予報河川に、愛

知川、安曇川などの６河川を水位周知河川にそれぞれ指定

し、洪水情報の発信や浸水想定区域の指定・公表を進め、

市町は、当該河川の洪水ハザードマップを順次作成・配布

し、円滑な避難対策の推進に尽力

４）平成19 年5 月に公表された気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）の第４次評価報告書では、地球温暖化な

どの影響から、集中豪雨の激化や台風の大型化という現象

が高い信頼度で予想され、水害や土砂災害等が頻発・激甚

化するとの懸念を指摘。

・「琵琶湖周辺で産卵・生育する魚類を保護するための環境に

配慮した瀬田川洗堰試行操作を実施」と適正な表現に修正。

（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘のとおり修正します。

・新潟・福島豪雨災害、福井豪雨災害については（梅雨）前

線による豪雨であることから読み違えしないよう表現を適

正化。 （琵琶湖河川事務所）

：ご指摘に基づき修正します。

備計画制度を導入

２）滋賀県は、住民の意見を聴く「川づくり会議」や、有

識者等から意見を聴く「淡海の川づくり検討委員会」を設

置し、県内の河川整備計画を策定

３）国および県は、河川が本来有している生物の良好な生

育環境に配慮し、併せて美しい自然景観を保全あるいは創

出するため、「多自然型川づくり」を推進

４）国は、琵琶湖周辺で産卵・生育する魚類を保護するた

めの環境に配慮した瀬田川洗堰試行操作を実施

（４）近年の状況

１）平成 16 年は台風が多数上陸 前線による新潟・福島

豪雨災害、福井豪雨災害、台風 23 号による京都府由良川

水害など、治水施設の計画規模を超えた洪水による水害や

土砂災害が頻発

２）この一連の災害では、高齢者や障害者など災害時要援

護者の被災が相次ぎ、地域防災力の低下といった課題が顕

在化

３）このような課題に対応するため、平成 17 年に水防法

が改正され、浸水想定区域の指定対象を主要な中小河川に

拡大するとともに、洪水ハザードマップ等による周知措置

の徹底や、中小河川における洪水情報の充実等を実施

滋賀県は、日野川や野洲川などの７河川を洪水予報河川

に、愛知川、安曇川などの６河川を水位周知河川にそれぞ

れ指定し、洪水情報の発信や浸水想定区域の指定・公表を

進め、市町は、当該河川の洪水ハザードマップを順次作

成・配布し、円滑な避難対策の推進に尽力

４）平成19 年5 月に公表された気候変動に関する政府間

パネル（IPCC）の第４次評価報告書では、地球温暖化な

どの影響から、集中豪雨の激化や台風の大型化という現象

が高い信頼度で予想され、水害や土砂災害等が頻発・激甚
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５）平成 20 年６月社会資本整備審議会の「水災害分野に

おける地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方に

ついて」の答申では、増大する外力への対応（洪水対策）

については、「河川で安全を確保する治水政策」に加え、「流

域における対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行

うべきであるとされたところ

６）平成 20 年の夏は短時間強雨（ゲリラ豪雨）が全国各

地で発生。

滋賀県においても、７月18日長浜市において１時間84ｍ

ｍの短時間強雨により、米川周辺の市街地を中心に家屋や

店舗など11戸が床上浸水、203戸が床下浸水

７）国の河川整備計画に関する動きとして、平成 19 年８

月に淀川水系河川整備基本方針が策定され、「下流に影響

を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は

行わない」ことを明記。

平成21年３月に淀川水系河川整備計画を策定

県の河川整備計画に関しては、川づくり会議を再開するな

ど早期の策定に向けた取り組みを進めている。

（２）水害対策の観点から見たまちづくり行政等の現状と問

題点（とどめる）

近年では、附近での開発に伴い、その減災機能を失った霞

堤が散見されます。また、ほ場整備事業の実施に伴い、整形

田や大区画田での効率的な営農が求められた結果、霞堤が撤

去されてしまった事例もあります。

・「付近での」は必要ない。 （防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・事例を示さなくても、十分文意は伝わる。また、事例とし

て特筆すべき根拠、理由が不明のため削除されたい。

（耕地課）

：本基本方針において、流域治水の観点から重要な施設が失

われた経緯・背景を示すことは重要です。これらを明らか

にすることで、広く関係者間での課題共有を図ることが可

能と考えます。もちろん、その当時には、地元や関係部局

との調整のうえで適正に事業実施されていることは、十分

化するとの懸念を指摘。

５）平成 20 年６月社会資本整備審議会の「水災害分野に

おける地球温暖化に伴う気候変化への適応策のあり方に

ついて」の答申では、増大する外力への対応（洪水対策）

については、「河川で安全を確保する治水政策」に加え、「流

域における対策で安全を確保する治水政策」を重層的に行

うべきであるとされたところ

６）平成 20 年の夏は短時間強雨（ゲリラ豪雨）が全国各

地で発生。

滋賀県においても、７月18日長浜市において１時間84ｍ

ｍの短時間強雨により、米川周辺の市街地を中心に家屋や

店舗など11戸が床上浸水、203戸が床下浸水

７）国の河川整備計画に関する動きとして、平成 19 年８

月に淀川水系河川整備基本方針が策定され、「下流に影響

を及ぼさない範囲で、原則として瀬田川洗堰の全閉操作は

行わない」ことを明記。

国は、平成21年３月に淀川水系河川整備計画を策定

滋賀県は河川整備計画に関して、川づくり会議を再開する

など早期の策定に向けた取り組みを進めている。

（２）水害対策の観点から見たまちづくり行政等の現状と問

題点（とどめる）

近年では、開発に伴い、その減災機能を失った霞堤が散見

されます。また、ほ場整備事業の実施に伴い、整形田や大区

画田での効率的な営農が求められた結果、霞堤が撤去されて

しまった事例も存在します。
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また、安曇川や姉川、天野川などの沿川には二線堤が残さ

れていますが、二線堤の開口部（普段は通行用に開放）を洪

水時に締め切ることが地域で引き継がれていないなど、治水

上有効な施設が十分機能していない状況となっています。

滋賀県においては、古来より地域に暮らす知恵として土地

利用や建築の工夫をすることで居住する家屋への甚大な被害

を回避・軽減してきました（図表追加）。しかし近年では、水

害リスクが高い箇所での無防備な開発も散見されており、甚

大な被害の危険性が高まってきています（図表追加）。

土地利用や建築の工夫によって家屋への被害を回避するた

めの法制度は、以前から用意されていましたが（資料-2）、県

内の浸水実績の記録や水害リスク情報が不足していたため、

その具体的な運用方法を示されていませんでした。このこと

などが要因となり、現在に至るまでこれらの制度が十分に機

能していない状況にあります。

理解しております。

・記載不要では。二線堤の洪水時の締め切りを、現在の状況

において、地元が実施すべきことと考えているのか。

（大津土木）

：地元が実施すべき
．．．

とは考えておりません。地元が（河川管

理上支障ない範囲で）実施することができる
．．．

と理解してお

ります。実際に、以前から治水施設として自主防災組織等

で管理されている施設もあります。自分たちの地域を水害

から守るため、自分たちでそのような施設を管理されるこ

とは、重要な自助・共助であると考えます。

・「無防備な開発」について、なぜこのような不穏当な表現に

こだわるのか。「新たな立地」とか「宅地開発」でよいので

は。 (大津土木)

：水害リスクが高い箇所においても、一定の対策が採られれ

ば、人命被害等を回避することが可能です。現実的にまち

づくりの過程において一定の対策を採りながらお住まいに

なっている地域も存在します。ここで、「無防備に」を削除

すると、危険箇所でのすべての開発に対して否定的な文意

となってしまいます。

安曇川や姉川、天野川などの沿川には二線堤が残されてい

ますが、二線堤の開口部（普段は通行用に開放）を洪水時に

締め切ることが地域で引き継がれていないなど、治水上有効

な施設が十分機能していない状況となっています。

滋賀県においては、古来より地域に暮らす知恵として土地

利用や建築の工夫をすることで居住する家屋への甚大な被害

を回避・軽減してきました（図表追加）。しかし近年では、水

害リスクが高い箇所での無防備な開発も散見されており、甚

大な被害の危険性が高まってきています（図表追加）。

土地利用や建築の工夫によって家屋への被害を回避するた

めの法制度は、以前から用意されていましたが（資料-2）、県

内の浸水実績の記録や水害リスク情報が不足していたため、

その具体的な運用方法を示されていませんでした。このこと

などが要因となり、現在に至るまでこれらの制度が十分に機

能していない状況にあります。
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（３）危機管理行政等の現状と問題点

（そなえる）

大規模な災害では、広域かつ同時多発的に被害が発生する

こともあるため、行政がすべての被災地域へすぐさま支援を

差し向けることができないことも想定されます。

洪水時に河川管理者・量水標管理者（国・県）から水防管

資料-2 土地利用や建築の工夫により被害を回避・軽減す

る法制度

建設省事務次官通達（昭和34年10月27日付）

風水害による建築物の災害防止について(概要)

建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定、特に

低地における災害危険区域の指定を積極的に行い、区域

内の建築物の構造を強化し、避難の施設を整備させるこ

と。

建設省都市局・河川局長通達（昭和45年1月8日付）

都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区

域区分と治水事業との調整措置等に関する指針について

(概要)

おおむね 60 分雨量強度 50mm 程度の降雨対象として

河道が整備されないものと認められる河川のはんらん

区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域に該当する

区域は，都市計画法施行令第8条第2号に規定する「溢

水，湛水，津波，高波等による災害発生のおそれのある

土地の区域」とみなし，原則として市街化区域に含めな

いものにする。

（３）水害に関する危機管理行政等の現状と問題点

（そなえる）

大規模な災害では、広域かつ同時多発的に被害が発生する

こともあるため、行政がすべての被災地域へすぐさま支援を

差し向けることができないことも想定されます。

洪水時に河川管理者・量水標管理者（国・県）から水防管

資料-2 土地利用や建築の工夫により被害を回避・軽減す

る法制度

建設省事務次官通達（昭和34年10月27日付）

風水害による建築物の災害防止について(概要)

建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定、特に

低地における災害危険区域の指定を積極的に行い、区域

内の建築物の構造を強化し、避難の施設を整備させるこ

と。

建設省都市局・河川局長通達（昭和45年1月8日付）

都市計画法による市街化区域および市街化調整区域の区

域区分と治水事業との調整措置等に関する指針について

(概要)

おおむね 60 分雨量強度 50mm 程度の降雨対象として

河道が整備されないものと認められる河川のはんらん

区域及び0.5m以上の湛水が予想される区域に該当する

区域は，都市計画法施行令第8条第2号に規定する「溢

水，湛水，津波，高波等による災害発生のおそれのある

土地の区域」とみなし，原則として市街化区域に含めな

いものにする。
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理者（市町）、そして住民等へ伝えられる「はん濫注意情報」

を始めとした避難や水防活動のきっかけとなる情報は、その

発令機会も少なく、県・市町の担当者は訓練等を行っている

ものの水害対応に充分精通しているとは言えない状況にあり

ます。

人口の増加や住民のライフスタイルの変化、社会的ニーズ

の多様化、行政組織の縮小化、また、市町村合併による所管

の拡大など、さまざまな要因により、防災部局の負担が増大

しており、不測の事態に対し、組織が適切に対応できるのか

危惧されています。

河川管理者（国・県）により、洪水予報河川や水位周知河

川が指定され、避難判断水位の設定など市町が避難勧告等の

発令を判断するための情報は増加してきました。その一方で、

勧告等を発令しても、降雨・流出予測（水位の上下昇の傾向）

が十分加味されていないことなどから予測と現地での状況が

一致しないこともあるため、多くの水防管理者（市町）が避

難情報発令の最終判断に苦慮しています。

・漠然とした危機管理を「水害に関する危機管理行政」に置

き換えるべき。 （防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「人口の増加...」以下の文について内容が漠然としており、

記載不要では。 （大津土木）

：ここでは、危機管理行政の現状と問題点として重要な問題

であると考えています。

・漠然とした防災部局の表現を水害対応部局とするべき。

（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・上昇・下降でないか。 （大津土木）

・予測と現実の不一致の原因は「加味されていないこと」で

はなく、予測精度に限界があること。 （大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

・「その一方で・・・が加味されていない」の文章で、水防管

理者は避難勧告の発令については十分検討をして発令をし

ているのではないか、また、「多くの水防管理者」と多くを

理者（市町）、そして住民等へ伝えられる「はん濫注意情報」

を始めとした避難や水防活動のきっかけとなる情報は、その

発令機会も少なく、県・市町の担当者は訓練等を行っている

ものの水害対応に充分精通しているとは言えない状況にあり

ます。

人口の増加や住民のライフスタイルの変化、社会的ニーズ

の多様化、行政組織の縮小化、また、市町村合併による所管

の拡大など、さまざまな要因により、水害対応部局の負担が

増大しており、不測の事態に対し、組織が適切に対応できる

のか危惧されています。

河川管理者（国・県）により、洪水予報河川や水位周知河

川が指定され、避難判断水位の設定など市町が避難勧告等の

発令を判断するための情報は増加してきました。その一方で、

勧告等を発令しても、降雨・流出予測（水位の上昇・下降の

傾向）の制度に限界があることなどから予測と現地での状況

が一致しないこともあるため、多くの水防管理者（市町）が

避難情報発令の最終判断に苦慮しています。
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平成 21 年 8 月に発生した兵庫県佐用町の豪雨災害では、

市町が避難情報を出すタイミングや、屋外避難か上階への屋

内避難（垂直避難）かの判断の難しさが浮き彫りとなりまし

た。これまで以上にきめ細やかな避難情報（避難勧告や避難

指示）が求められています。

４．水害に関する地域防災力の現状と問題点

（そなえる）

河川改修などの治水施設の整備により安心感が増えたこと

や、過去 40～50 年間に県全域におよぶような甚大な水害が

発生せず当事者（自治）意識が薄れたこと、さらには親しみ

や楽しみのある川からは遠い存在となったことなどから、洪

水に備える意識の低下が危惧される状況にあります。

つけて言う必要があるのか。 （大津市）

：ご指摘のように、各市町では避難勧告等について、その時

の気象状況等を十分検討しながら発令されているものと思

います。

過去の行政部会 WG での議論や各圏域で開催されている水

害に強い地域づくり協議会等の議論の中でも、発令後の空

振りなども含め、最終的な判断を出すことに苦慮している

市町が多いことも事実です。

・P10の表現と統一。 （防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「これまで以上にきめ細やか」とことわる必要があるのか。

今の避難情報の発令についても段階的に発令されている。

（大津市）

：同時かつ一律に流域の住民に避難を呼びかけることが重要

な場合もありますが、各々の地域において、外水の水位情

報のみ注意していれば良い所、また、外水の水位上昇以前

に内水が氾濫し、内水に着目しなければならない所など区

別を行い、その特性に基づいた情報を取得し、適切に判断

することが必要です。また、地域の生活様式（日中は郊外

にでるサラリーマンが多いなど）や災害時用援護者の構成

に応じて、水平避難か垂直避難か判断する（時間的な）段

階を想定することも望まれています。

「きめ細やかな」とは、そのような地域別の浸水特性を

考慮した避難情報を意図しております。

・「さらには・・・遠い存在となった」の文章はタイトルと合

わないのでは。 （大津市）

平成 21 年 8 月に発生した兵庫県佐用町の豪雨災害では、

市町が避難情報を出すタイミングや、屋外避難（水平避難）

か上階への屋内避難（垂直避難）かの判断の難しさが浮き彫

りとなりました。これまで以上にきめ細やかな避難情報（避

難勧告や避難指示）が求められています。

４．水害に関する地域防災力の現状と問題点

（そなえる）

河川改修などの治水施設の整備により安心感が増えたこと

や、過去 40～50 年間に県全域におよぶような甚大な水害が

発生せず当事者（自治）意識が薄れたこと、さらには川から

人が遠ざかり、川に対する畏敬の念が消えたことなどから、

洪水に備える意識の低下が危惧される状況にあります。
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最近の被災地調査では、現に浸水が始まっていても行政か

らの避難勧告あるまで避難しなかった事例が報告されていま

す（参考文献追加）。近年、この事例のように住民が過剰に行

政依存する傾向も指摘されており（参考文献追加）、大規模な

被災の経験がない滋賀県においてもより深刻な状況であるこ

とが危惧されます。

滋賀県が実施した自治会を対象とした「地域防災力アンケ

ート（平成 19 年 12 月実施）」の結果からは、自主防災組織

の活動は火災や地震災害を中心に実施されており、水害を対

象とした活動が非常に少ないことが分かりました。（図表追

加）

また、自主防災組織率は年々増加しているものの、訓練な

どの活動が一部の参加者に限られるなど、地域全体として対

応されるところまでに至っていない組織が多いことも分かり

ました（図表追加）。

過去の水害体験を伝える活動がなされておらず、若者や新

：古来から川からの恵みと脅威の両方のバランスの中で私た

ちは生活していることを認識していましたが、農業用水は、

琵琶湖からの逆水であったり、治水施設の整備により安心

感が増し、川との関わりにおいて当事者意識が薄れたこと

が、川や琵琶湖を私たちの暮らしから遠いものにしてしま

ったと考えています。

川から人が遠ざかり、川の恐ろしさや楽しさを教えられる

こともなく過ごしてきたことによって、川に対する畏敬の

念が消えたことが、意識低下の一因でもあると思います。

ご指摘に基づき修正します。

・「滋賀県においてもより深刻な状況」とあるが何を持ってよ

り深刻というのか、同様ではないのか。（大津市）

：他府県での水害を例にしても行政の避難勧告が出るまで住

民が避難しないという事例が報告されています。ましてや、

伊勢湾台風以後、大規模な被災経験のない滋賀県民にとっ

て、突然、大水害が発生した場合には、自分で判断し、対

応することは非常に難しいと考えられます。その意味では

他府県よりも行政依存の傾向は強くなる（深刻になる）と

想定されます。

・10～16行目はアンケートの結果報告として纏めるべきでは

ないか （大津市）

：ご意見のとおり、纏めるのもひとつの手法ですが、アンケ

ート結果からわかった地域防災力の現状をできるだけ丁寧

に紹介させていただいております。現状を広く共有するこ

とは協働して対策を実施するためには重要であると考えて

いるためです。

その他、地域防災力アンケートの結果については、滋賀県

のＨＰで紹介してありますのでご覧頂きたいと思います。

ここでは、図表を添付し傾向を表示させていただきます。

最近の被災地調査では、現に浸水が始まっていても行政か

らの避難勧告があるまで避難しなかった事例が報告されてい

ます（参考文献追加）。近年、この事例のように住民が過剰に

行政依存する傾向も指摘されており（参考文献追加）、大規模

な被災の経験がない滋賀県においてはより深刻な状況である

ことが危惧されます。

滋賀県が実施した自治会を対象とした「地域防災力アンケ

ート（平成 19 年 12 月実施）」の結果からは、自主防災組織

の活動は火災や地震災害を中心に実施されており、水害を対

象とした活動が非常に少ないことが分かりました。（図表追

加）

また、自主防災組織率は年々増加しているものの、訓練な

どの活動が一部の参加者に限られるなど、地域全体として対

応されるところまでに至っていない組織が多いことも分かり

ました（図表追加）。

過去の水害体験を伝える活動がなされておらず、若者や新
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住民に地域の水害体験が継承されていない地域が多いことも

明らかとなりました。

中山間地域では過疎化や高齢化が進み、集落機能の維持が

困難な地域が増加しており、また都市部では自治会に参加し

ない住民が増加するなど、自治組織としての機能が低下して

いることも指摘されています。

また高齢者や日本語に不慣れな外国人など、災害時に避難

の支援が必要な災害時要援護者が増加しており、現在の社会

環境に即した避難誘導体制の確立も急務となっています。

水防活動を担う消防団について、団員の数はほぼ横ばいで

あるものの、高齢化や居住地域を離れて仕事を持つ団員が増

えるなど、水防力の低下が懸念されています。（図表追加）

参考２ これまでの地域防災について

（１）滋賀県の川は、多くの川が肥沃な扇状地を形成し、

川の水を生活用水や農業用水として利用するため流域に

集落が発展すると共に、水害の被害を少しでも減らそうと

築堤や川ざらい等の川普請が行われてきた。

また、昔より都市として発展した地域においては、付け替

え等の整備が積極的に行われた川もあった。

（２）天井川沿いでは、地域において洪水時の見回りや土

のう積みなどの水防活動が積極的に行われるなど、地域防

災力はきわめて高かった。

（３）高度経済成長期以降工場の立地や上下水道の整備が

進み、農業においても琵琶湖からの揚水施設の整備など、

かんがい施設整備の進展に伴い、身近な川へ用水を直接依

存する必要が少なくなったことなどから、住民の川への関

心が低下してきた。

（４）河川整備の進展や水害発生回数の減少などにより、

・「また、自主防災．．．」以下の文章について、各文で内容の

重複が多い。もっと短く整理されては。 （大津土木）

：地域防災力アンケートの結果等から様々な問題点が明らか

になりましたのでそれらのことにつきまして表記しまし

た。

・本文と内容の重複が多い。本文に記載され、参考2は不要

では。 （大津土木）

：ご指摘のとおりであり、削除します。

住民に地域の水害体験が継承されていない地域が多いことも

明らかとなりました。

中山間地域では過疎化や高齢化が進み、集落機能の維持が

困難な地域が増加しており、また都市部では自治会に参加し

ない住民が増加するなど、自治組織としての機能が低下して

いることも指摘されています。

また高齢者や日本語に不慣れな外国人など、災害時に避難

の支援が必要な災害時要援護者が増加しており、現在の社会

環境に即した避難誘導体制の確立も急務となっています。

水防活動を担う消防団について、団員の数はほぼ横ばいで

あるものの、高齢化や居住地域を離れて仕事を持つ団員が増

えるなど、水防力の低下が懸念されています。（図表追加）
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水害に備える意識は低下し、水害に関する防災訓練がほと

んどの集落で実施されていないなど、地域防災力の弱体化

が危惧される状況である。

（５）都市化の進展に伴い市街地が拡大し、はん濫した場

合に大きな被害を受けるおそれのある地域においても住

宅開発が進むなど、水害を受ける危険性が高まっている。

５．水害リスク情報の不足

これまでは、技術的制約等もあり、広範な水害リスク情報

（どの程度の被害がどのような頻度で生じるのかなどの情

報）が不足していました。そのため、例えば、転居や建て替

え、不動産取引時などにおいて、水害リスクを考慮する機会

が十分に提供されてなかったと言えます。情報不足の結果と

して、自らが暮らす地域の危険性を十分に認識せずに生活を

おくる住民も少なくないと考えられます。このような状況に

あっては十分な備えができず、結果として被害が助長される

ことが懸念されます。

まちづくり行政においても、広範な水害リスク情報が不足

しており、浸水による被害の程度やその頻度に応じたまちづ

くりを図ることが困難な状況にあったと言えます。

また、道路や鉄道等による連続盛土構造物の設置、土地の

改変に伴う水害リスク（氾濫時の被害の程度や頻度）の変化

については、行政においても定量的に認識するには至ってい

ませんでした。滋賀県においても東海道新幹線や北陸自動車

道には多くの避溢橋が確認されますが、ほとんどが地元住

民・市町からの請願によるものでした（図表追加）。その一方

で、土地の改変の影響が十分に認知されないまま、結果とし

て、一部の地域でリスクが高くなった事例も存在しています。

佐用町豪雨の経験から、水害時には屋外避難（水平避難）・

屋内避難（垂直避難）の判断の重要性が明らかとなりました

・３．４．と表現を合わせ「水害リスク情報の現状と問題点」

とするべき。 （防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・今後、不動産取引の重要事項説明に盛り込むということで

しょうか。（建築指導室）

：ここでは現状を示す節であることから、対策については明

記していませんが、不動産取引時に（宅地建物取引業法第

35 条または第 47 条に基づく）重要事項のひとつして説明

されることが望ましいと考えています。すでに、宅地建物

取引業法第47条に基づく重要事項説明として、一部の不動

産業者には活用していただいているところです。

５．水害リスク情報の現状と問題点

これまでは、技術的制約等もあり、広範な水害リスク情報

（どの程度の被害がどのような頻度で生じるのかなどの情

報）が不足していました。そのため、例えば、転居や建て替

え、不動産取引時などにおいて、水害リスクを考慮する機会

が十分に提供されてなかったと言えます。情報不足の結果と

して、自らが暮らす地域の危険性を十分に認識せずに生活を

おくる住民も少なくないと考えられます。このような状況に

あっては十分な備えができず、結果として被害が助長される

ことが懸念されます。

まちづくり行政においても、広範な水害リスク情報が不足

しており、浸水による被害の程度やその頻度に応じたまちづ

くりを図ることが困難な状況にあったと言えます。

また、道路や鉄道等による連続盛土構造物の設置、土地の

改変に伴う水害リスク（はん濫時の被害の程度や頻度）の変

化については、行政においても定量的に認識するには至って

いませんでした。滋賀県においても東海道新幹線や北陸自動

車道には多くの避溢橋が確認されますが、ほとんどが地元住

民や市町からの請願によるものでした（図表追加）。その一方

で、土地の改変の影響が十分に認知されないまま、結果とし

て、一部の地域でリスクが高くなった事例も存在しています。

佐用町豪雨の経験から、水害時には屋外避難（水平避難）

か上階への屋内避難（垂直避難）かの判断の重要性が明らか
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が、これらの判断を適切に行うためには、主要河川の水位や

はん濫の情報だけでなく、中小河川や農業用排水路などを含

めた内水はん濫の情報が求められます。

また、幸運にも過去 40～50 年間に県全域におよぶような

甚大な水害が経験しなかったことなどから、逆に住民の水害

に対する防災意識が低下しつつあります。このような中で、

住民の水害に対する防災意識を喚起するためにも、実態に即

した広範な水害リスク情報が整備されることが望まれます。

■第三章 これからの治水の基本的方向

－ 流域治水の推進

１．流域治水の目標

これまでに述べてきたように、気候変動による外力の増加

や投資余力の減少、地域防災力の低下など、近年、治水に係

る多くの課題が顕在化し、「川の中の対策」だけでは限界があ

ることが明らかとなってきました。

このような中にあって、人的被害や生活再建が困難となる

壊滅的な被害を回避するためには、流域で暮らし活動するす

べての者が「川の中の対策」だけでは限界があることを共通

の認識としたうえで、「川の中」だけではなく「川の外」にも

視点を向け、協働してさまざまな対策を講じていく必要があ

ります。

滋賀県は流域治水を次のように定義し、強力に推進してい

きます。（第一章再掲）

どのような洪水にあっても、①人命が失われること避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、川の中の対策に加えて川の外の対策を、自

助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水

・佐用町豪雨の経験からと言いきれるのか。 （大津市）

：佐用町豪雨の以前から、浸水開始後の水平避難の危険性に

ついては学会等において指摘されています。このような中、

平成21年度の佐用町を初めとする局地的豪雨被害を受け、

国土交通省近畿地方整備局が設置しました局地的豪雨によ

る被害軽減方策検討会の中間取りまとめが10月8日に提言

されました。その中でも、緊急的な2階への垂直避難の検

討がなされたところです。

・「強力に推進」とあるが本当に出来るか。 （大津市）

：「流域治水」は、人口減少・少子高齢化・気候変動等を目前

にした現時点において、非常に重要な施策であることから、

となりましたが、これらの判断を適切に行うためには、主要

河川の水位やはん濫の情報だけでなく、中小河川や農業用排

水路などを含めた内水はん濫の情報が求められます。

また、幸運にも過去 40～50 年間に県全域におよぶような

甚大な水害を経験しなかったことなどから、逆に住民の水害

に対する防災意識が低下しつつあります。このような中で、

住民の水害に対する防災意識を喚起するためにも、実態に即

した広範な水害リスク情報が整備されることが望まれます。

■第三章 これからの治水の基本的方向

－ 流域治水の推進

１．流域治水の目標

これまでに述べてきたように、気候変動による外力の増加

や投資余力の減少、地域防災力の低下など、近年、治水に係

る多くの課題が顕在化し、「川の中の対策」だけでは限界があ

ることが明らかとなってきました。

このような中にあって、人的被害や生活再建が困難となる

壊滅的な被害を回避するためには、流域で暮らし活動するす

べての者が「川の中の対策」だけでは限界があることを共通

の認識としたうえで、「川の中」だけではなく「川の外」にも

視点を向け、協働してさまざまな対策を講じていく必要があ

ります。

滋賀県は流域治水を次のように定義し、強力に推進してい

きます。（第一章再掲）

どのような洪水にあっても、①人命が失われること避け

（最優先）、②生活再建が困難となる被害を避けることを

目的として、川の中の対策に加えて川の外の対策を、自

助・共助・公助が一体となって総合的に進めていく治水
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また、「川の外の対策」を図-1（再掲）のように、「ためる

（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・「そなえ

る（地域防災力向上対策）」に分類します。

目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下させる対策

（これまでの対策）

河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる ため池、調整池

グラウンドでの雨水貯留など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、耐水化建築など

ためる（流域貯留対策） ため池、調整池、グラウンドでの

雨水貯留など、河川・水路等への流入量をへらす対策を言い

ます。

どどめる（氾濫原減災対策） 輪中堤、二線堤、霞堤、水害

防備林、土地利用規制、耐水化建築など、河川・水路等の整

備水準を超える洪水により氾濫が生じた場合にも、まちづく

りの中で被害を最小限に抑える対策を言います。

県として予算措置、体制整備も含め、強力に推進していく

所存です。

・ためる（流域貯留対策）には、ため池、調整池、グラウン

ドの記載があるが、そもそもこれらには貯留機能があるの

でしょうか。P5においてグラウンド・駐車場や水田等の貯

留機能は限定的とされています。また、ため池には洪水貯

留機能を持たせた整備をしていません。ため池の貯留機能

は無い、もしくは限定的です。ここでは、これら施設に新

たに投資などの対策をして貯留機能を付加することを言っ

ているのでしょうか。また、これら施設と同列に水田を記

載しないのはなぜでしょうか。 （農村振興課）

：ご指摘のとおり、河川計画の対象となるような大洪水につ

いては限定的ですが、中小洪水には一定の効果が確認され

ています。県外には、ため池に貯留機能を付加する事例も

あります。水田の貯留機能の効果は大切であると考えてお

り、ご指摘に基づき水田も記載いたします。

・「耐水化建築」という表現は一般的な表現でしょうか。

（建築指導室）

：一部では、「耐水化建築」という表現も使われていますが、

ご指摘のとおり、一般的な「建築物の耐水化」を用いるこ

ととします。

・「整備水準を超える洪水」 水準でよいのか。 （他でも同

じように水準との表現がある） ぺージ16 (３) も同じ。

また、「川の外の対策」を図-1（再掲）のように、「ためる

（流域貯留対策）」・「とどめる（氾濫原減災対策）」・「そなえ

る（地域防災力向上対策）」に分類します。

目的 水害に強い地域づくり

①どのような洪水にあっても、人命が失われることを避ける（最優先）

②床上浸水などの生活再建が困難となる被害を避ける

手段
川の中の対策（堤外地対策）だけではなく、

「ためる」「とどめる」「そなえる」対策（堤内地対策）を総合的に実施する。

河道内で洪水を安全に流下さ

せる対策 （これまでの対策）
河道掘削、堤防整備、

治水ダム建設など

地域防災力向上対策 そなえる 水害履歴の調査・公表、防災教育

防災訓練、防災情報の発信など

流域貯留対策

（河川への流入量を減らす）

ためる 調整池、グラウンド、森林、水田、

ため池など

氾濫原減災対策

（氾濫流を制御・誘導する）

とどめる 輪中堤、二線堤、霞堤、水害防備林、

土地利用規制、建築物の耐水化など

ながす
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そなえる（地域防災力向上対策） 防災訓練や防災情報の発

信など、避難行動や水防活動など即時的判断を伴う災害対応

をより強化する対策を言います。

ながす 洪水をできるだけ川の外へ溢れさせないよう河川・

水路等を整備する対策を言います。河道内に整備される洪水

調節施設（ダムなど）も含みます。

２．流域治水対策を検討する基礎情報 －「地先の安全度」

自助・共助・公助が一体となって流域治水を進めるために

は、水害対策として「川の中の対策」と「川の外の対策」を

並行して進める必要があることを、行政機関も含め、流域に

暮らすさまざまな人々が共通の理解とすることが必要不可欠

です。

滋賀県は、これらの共通理解をはかり、着実に流域治水を

推進するため、個々の治水施設の安全度ではなく、人びとの

暮らしの舞台である流域内の各地点の安全度（以下、「地先の

安全度」という）を調査し、基礎情報として活用することと

します。

日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

図-2 河川・水路の治水安全度と「地先の安全度」

「地先の安全度」を計量化する際には、被害が生じない程

（大津市）

：ここでも、整備目標を示すものではありません。したがっ

て、不適切な表現ではないと考えますので案のとおりとし

ます。

・文章の見直し必要では。 （大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

・「地先の安全度」についての定義を、流域治水と同様に枠書

きして、よりわかりやすくしたらどうか。

（河港課）

：ご指摘に基づき枠書きで示します。

２．流域治水対策を検討する基礎情報 －「地先の安全度」

治水対策として「川の中の対策」だけでなく「川の外の対

策」を並行して進め、自助・共助・公助が一体となってハー

ドやソフトのあらゆる手段を総合的に実施する必要があるこ

とを、行政機関も含め、流域に暮らすさまざまな人々が共通

の理解とすることが必要不可欠です。

滋賀県は、これらの共通理解をはかり、着実に流域治水を

推進するため、個々の治水施設の安全度ではなく、人びとの

暮らしの舞台である流域内の各地点の安全度（以下、「地先の

安全度」という）を調査し、基礎情報として活用することと

します。

日野川
Ａ川

治水安全度1/10
水路

治水安全度1/2 下水道（雨水）
治水安全度1/10

農業用排水路
治水安全度1/5

Ｂ川
治水安全度1/10

図-2 河川・水路の治水安全度と「地先の安全度」

「地先の安全度」の定義

河川だけでなく、身近な水路のはん濫なども想定した人び

との暮らしの舞台である流域内の各地点の安全度

「地先の安全度」を計量化する際には、被害が生じない程
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度の小規模なものから、治水施設の整備水準を超えるような

大規模なものまで、想定する外力を幅広く設定します。外力

には降雨を与え、流域－河道・水路－はん濫域での一連の水

文・水理過程を解析し、地点毎の水理量（浸水深・流体力等）

を算定して、被害の種類（①家屋流失、②家屋水没、③床上

浸水、④床下浸水）を判定することとします。

「地先の安全度」は、各地点における発生確率別の水理諸

元（浸水深や流速など）で表現する他、ある地点に一般家屋

があった場合に、当該家屋が①家屋流失、②家屋水没、③床

上浸水、④床下浸水の危険にさらされる年確率として表現す

ることとします。

1/010 (0.100) ④

1/030 (0.033)

1/050 (0.020) ③

1/100 (0.010)

1/200 (0.005) ② ①

無被害 床下浸水 床上浸水 家屋水没 家屋流失

0.1m< h u
2

h ≥
<0.5m 2.5m

3
/s

2

被害の種類（浸水深・流体力）

h <0.1m 0.5m≤h

< 3.0m

h  ≥3m

1/002 (0.500)

年
発
生
確
率

…

図-3 ある地点における「地先の安全度」の表示例

■第四章 流域治水の進め方

１．洪水を安全に「ながす」対策

国・県・市町等、河川・水路等の管理者は、均衡ある治水

安全度の向上を図るため、河川・水路等の治水施設の効果的・

効率的な整備を着実に実施するとともに、各施設が持つ流下

・図-2の次に順番を入れ替えた方がよいのでは。また「各地

点における．．．表現する他」の部分は必要ですか。

（大津土木）

：上の文章では、「地先の安全度」の想定外力の設定や被害の

種類について説明しており、次の文章では、各地点におけ

る発生確率別の水理諸元だけでなく、被害の種類とその危

険に曝される年確率で「地先の安全度」を表現すると説明

しておりますので案のとおりとします。また、「地先の安全

度」では発生確率別の水理諸元での表現も行い、基礎情報

として活用します。

・「表示例」とあるが、実際に各地先毎にこのような表を用い

て、表示するのか。わかりにくく一般人はかえって混乱す

るのでは。もっとよい説明方法に替えるべきでは。

（大津土木）

：住民の居住する各地先において、その地先の安全度が図-3

のように示すことができます。分かりやすい表現方法のひ

とつとして、学識者部会で提言された表現方法です。出前

講座などでは、一般の方からもわかりやすいとのお声を多

数いただいております。しかしながら、分かりやすい表現

方法はひとつとは限らず、受け取るひとにより異なります。

そのため、他の優れた方法につきましても、ぜひご意見い

ただければ幸いです。

度の小規模なものから、治水施設の整備水準を超えるような

大規模なものまで、想定する外力を幅広く設定します。外力

には降雨を与え、流域－河道・水路－はん濫域での一連の水

文・水理過程を解析し、地点毎の水理量（浸水深・流体力等）

を算定して、被害の種類（①家屋流失、②家屋水没、③床上

浸水、④床下浸水）を判定することとします。

「地先の安全度」は、各地点における発生確率別の水理諸

元（浸水深や流速など）で表現する他、ある地点に一般家屋

があった場合に、当該家屋が①家屋流失、②家屋水没、③床

上浸水、④床下浸水の危険にさらされる年確率として表現す

ることとします。

1/010 (0.100) ④

1/030 (0.033)

1/050 (0.020) ③

1/100 (0.010)

1/200 (0.005) ② ①

無被害 床下浸水 床上浸水 家屋水没 家屋流失

0.1m< h u
2

h ≥
<0.5m 2.5m

3
/s

2

被害の種類（浸水深・流体力）

h <0.1m 0.5m≤h

< 3.0m

h  ≥3m

1/002 (0.500)

年
発
生
確
率

…

図-3 ある地点における「地先の安全度」の表示例

■第四章 流域治水の進め方

１．洪水を安全に「ながす」対策

国、県および市町等、河川や水路等の管理者は、均衡ある

治水安全度の向上を図るため、河川や水路等の治水施設の効

果的・効率的な整備を着実に実施するとともに、各施設が持

左図は、当該地点に一般家屋がある場合に、

①家屋流失が200年に1度程度、

②家屋水没が200年に1度程度、

③床上浸水が050年に1度程度、

④床下浸水が010年に1度程度、

の確率で発生することを意味する。

左図は、当該地点に一般家屋がある場合に、

①家屋流失が200年に1度程度、

②家屋水没が200年に1度程度、

③床上浸水が050年に1度程度、

④床下浸水が010年に1度程度、

の確率で発生することを意味する。
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能力を発揮させるため適切な維持管理を行ないます。

また、整備水準を超える洪水が発生した場合でも被害を最

小限に抑えるための対策についても、必要に応じて検討・実

施します。

（１）適切な河川等の維持管理

県は、管理する一級河川の維持管理は防災対策上重要であ

るとの認識のもと、現況河道が持つ流下能力を充分に発揮さ

せるため、上下流に比べて流下能力が不足するなど、治水上

支障のある箇所を見極めたうえで、緊急性の高いところから

河道内樹木の伐採や堆積土砂の浚渫、護岸の修繕等を着実に

実施します。

また県は、地域に身近な河川について、補助制度（ふるさ

との川づくり協働事業等）を用意して、関係自治体や住民と

協働した維持管理を推進します。

市町が管理する準用河川・下水道（雨水）・普通河川や、農

業者が管理する農業用排水路などの各種排水施設について

も、各々の施設管理者が流下能力を充分に発揮させるため適

切な維持管理を行います。

表-1：維持管理に関する役割分担

県 主

体

一級河川の確実な維持管理や適

切な巡視点検

地域の河川愛護活動が円滑に実

施されるための支援

市

町

主

体

準用、普通河川の確実な維持管理

や適切な巡視点検

支

援

河川愛護活動から発生する竹木

などの処分の支援

河川愛護活動団体の窓口

水防管理者としての堤防の監視

・農業者の取り組みに対し、主体的な言い方はおかしい。「補

助制度も活用しつつ適切な維持管理に務めます。」にするべ

き。 （耕地課・農村振興課）

：ご指摘に基づき修正します。

・25ページの表と同様に、表１表２河川整備についても国の

役割を記載する方がわかりやすいのではないか。

（環境政策課）

：ご指摘に基づき表に国を追記します。

・県に支援欄がありませんが、役割には支援があります。支

援欄を設けてはどうでしょうか。 （農村振興課）

：ご指摘に基づき修正します。

つ流下能力を発揮させるため適切な維持管理を行ないます。

また、整備水準を超える洪水が発生した場合でも被害を最

小限に抑えるための対策についても、必要に応じて検討・実

施します。

（１）適切な河川等の維持管理

滋賀県は、管理する一級河川の維持管理は防災対策上重要

であるとの認識のもと、現況河道が持つ流下能力を充分に発

揮させるため、上下流に比べて流下能力が不足するなど、治

水上支障のある箇所を見極めたうえで、緊急性の高いところ

から河道内樹木の伐採や堆積土砂の浚渫、護岸の修繕等を着

実に実施します。

また滋賀県は、地域に身近な河川について、補助制度（ふ

るさとの川づくり協働事業等）を用意して、関係自治体や住

民と協働した維持管理を推進します。

市町が管理する準用河川・下水道（雨水）・普通河川や、農

業者が管理する農業用排水路などの各種排水施設について

も、各々の施設管理者が流下能力を充分に発揮させるため補

助制度も活用しつつ適切な維持管理に務めます。

表-1：維持管理に関する役割分担

国

・

県

主

体

各々の管理区間における一級河

川の確実な維持管理や適切な巡

視点検

支

援

地域の河川愛護活動が円滑に実

施されるための支援

市

町

主

体

準用、普通河川の確実な維持管理

や適切な巡視点検

支

援

河川愛護活動から発生する竹木

などの処分の支援

河川愛護活動団体の窓口
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（２）均衡ある治水安全度の向上と効果的・効率的な河川整

備等

国は管理する河川（瀬田川ほか）において、淀川水系河川

整備基本方針および同河川整備計画に基づき、計画的に河川

整備を進めます。また県は、滋賀県の河川整備方針、および

各圏域の河川整備計画（一部策定中）に基づき、計画的に河

川整備を実施します。同様に、市町においても、各地域で必

要な治水安全度を確保するため、管理する準用河川、下水道

（雨水）、普通河川の整備を進めます。農業用排水路を整備す

る場合においても、県・市町は農地に求められる必要な治水

安全度を確保するため、適切な整備を行います。

これらの河川や水路の整備については、実施主体が異なる

ものの水系一貫の観点から、上下流や同種・同規模の河川・

水路との整備のバランスを図ることが重要です。そのため、

流域全体で一部の地域での整備が著しく遅れることのないよ

う、各実施主体（国・県・市町）が連携しながら着実に整備

を進めます。

住

民

主

体

川さらえや除草作業など河川愛

護活動の実施

堤外民地の適正な維持管理

事 業

者等

主

体

地域の河川愛護活動への参加

・国は．．．。また県は．．．。市町においても．．．。で改行した方

がよいのでは。農業用排水路について、特出しする必要が

あるのか。 （大津土木）

：ご指摘のとおり改行します。また、治水施設として、一級

河川以外にも、準用河川、下水道（雨水）、普通河川、農業

用排水路も重要な施設であると考えています。

・水系一貫の観点では行っていないと考える。（大津市）

：ある流域内の河川整備を行う場合、最下流の河川の改修規

模に合わせて支川の改修規模を合わせることが大原則で

す。これが水系一貫の考え方です。

例えば、最下流の一級河川が１／１０降雨確率規模で整備

されている場合、その支川となる準用河川や普通河川を整

備するときには、１／１０降雨確率規模以下に整備しなけ

ればなりません。もし上流を大きい規模で整備すれば、必

ず、その下流で溢れるからです。

この考え方は、貴市におかれましても当然、徹底されてい

ると思います。

（２）均衡ある治水安全度の向上と効果的・効率的な河川整

備等

国は管理する河川（瀬田川ほか）において、淀川水系河川

整備基本方針および同河川整備計画に基づき、計画的に河川

整備を進めます。

また県は、滋賀県の河川整備方針、および各圏域の河川整

備計画（一部策定中）に基づき、計画的に河川整備を実施し

ます。

同様に、市町においても、各地域で必要な治水安全度を確

保するため、管理する準用河川、下水道（雨水）、普通河川の

整備を進めます。農業用排水路を整備する場合においても、

県・市町は農地に求められる必要な治水安全度を確保するた

め、適切な整備を行います。

これらの河川や水路等の整備については、実施主体が異な

るものの水系一貫の観点から、上下流や同種・同規模の河川

や水路等との整備のバランスを図ることが重要です。そのた

め、流域全体で一部の地域での整備が著しく遅れることのな

いよう、各実施主体（国・県・市町）が連携しながら着実に

整備を進めます。

水防管理者としての堤防の監視

住

民

主

体

川さらえや除草作業など河川愛

護活動への参加

堤外民地の適正な維持管理

事 業

者等

主

体

地域の河川愛護活動への参加
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参考３ 県が実施する河川整備

県は「中長期整備実施河川の検討」により、客観的な指

標を用いて事業着手河川の優先度を決定するため、県が管

理する506河川をAからDの４つのランクに分けた。そ

の結果、35 河川を緊急に整備が必要な A ランク河川とし

て、Aランクの次に整備実施が必要な42河川をBランク

河川として選定した。

A ランク河川と、B ランク河川のうち事業実施中の 12

河川を合わせた 47 河川を対象に、具体的な整備内容につ

いては、「川づくり会議」および「淡海の川づくり検討委

員会」を開催し、地域住民や学識経験者の意見を聴き、さ

らに関係市町長の意見を聴いたうえで、河川ごとに検討を

進め、河川整備計画を策定し着実に実施する。

整備を進めるにあたっては、将来の計画規模を一気に達成

することは財政的にも時間的にも制約等があり困難であ

ることから、当面（河川整備計画期間であるおおむね２０

年間）の目標を以下のように定めて段階的に治水安全度を

向上させる。

◇県内の比較的大規模な河川（流域面積が 50km2 以上の

河川）は戦後最大洪水規模相当に対応する治水安全度を

確保できる規模の整備を進める。

◇県内の比較的小規模な河川（流域面積が 50km2 未満の

河川）は、おおむね10年確率洪水（50mm/hr相当）に

対応する治水安全度を確保できる規模の整備を進める。

表-2：河川整備に関する役割分担

県 河川整備計画の策定

河川管理者として効果的・効率的な河川整

備の実施

河川整備に関する普及啓発活動

参考３ 滋賀県が実施する河川整備

滋賀県は「中長期整備実施河川の検討」により、客観的

な指標を用いて事業着手河川の優先度を決定するため、県

が管理する506河川をAからDの４つのランクに分けた。

その結果、35 河川を緊急に整備が必要な A ランク河川と

して、Aランクの次に整備実施が必要な42河川をBラン

ク河川として選定した。

A ランク河川と、B ランク河川のうち事業実施中の 12

河川を合わせた 47 河川を対象に、具体的な整備内容につ

いては、「川づくり会議」および「淡海の川づくり検討委

員会」を開催し、地域住民や学識経験者の意見を聴き、さ

らに関係市町長の意見を聴いたうえで、河川ごとに検討を

進め、河川整備計画を策定し着実に実施する。

整備を進めるにあたっては、将来の計画規模を一気に達成

することは財政的にも時間的にも制約等があり困難であ

ることから、当面（河川整備計画期間であるおおむね２０

年間）の目標を以下のように定めて段階的に治水安全度を

向上させる。

◇県内の比較的大規模な河川（流域面積が 50km2 以上の

河川）は戦後最大洪水規模相当に対応する治水安全度を

確保できる規模の整備を進める。

◇県内の比較的小規模な河川（流域面積が 50km2 未満の

河川）は、おおむね10年確率洪水（50mm/hr相当）に

対応する治水安全度を確保できる規模の整備を進める。

表-2：河川整備に関する役割分担

国

・

県

主

体

河川整備計画の策定

河川管理者として効果的・効率的な河川

整備の実施

河川整備に関する普及啓発活動
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市 町 河川管理者として効果的・効率的な河川整

備の実施

河川整備計画策定への参加

住民との連絡調整

住民 河川整備計画策定への参加

河川整備に対する理解と協力

事業

者等

河川整備に対する理解と協力

（３）整備水準を超える洪水を考慮した対策の実施

河川整備を進める際には、整備水準を超える洪水が発生し

た場合でも被害を最小限に抑える工夫をすることが望まれま

す。

現存する河畔林について、はん濫流の勢いを抑えるなどの

治水上の効果（水害防備林としての効果）を評価し、必要に

応じて河川管理施設としての樹林帯として指定し保全しま

す。

県は「中長期整備実施河川の検討（平成 20 年 10 月）」及

び河川整備計画に基づき、河川堤防の高さ、堤防と周辺家屋

との距離、家屋数などを指標として、危険度の高い河川（Ｔ

ランク河川）・区間を選定し、質的向上を図る事業を実施しま

す。具体的には、破堤が生じた場合に壊滅的な被害が想定さ

れ、かつ、当面の間、（下流リスクとの関係から）新たな河道

断面の拡大（築堤・拡幅・掘削等）、あるいは、掘り込み河川

化など抜本的な破堤回避対策の実施が困難な区間でかつ、人

家が連担する箇所において、家屋の流失など、破堤による壊

滅的な被害を回避するため、堤防の侵食対策や浸透対策にあ

わせて堤防天端の舗装など越水にも資する対策や、水害防備

林や霞堤等の整備・保全など堤防強化以外の減災対策も必要

に応じて検討し実施します。なお、流況や堤防の形状、背後

地の利用状況等から、越水が生じる想定頻度や破堤時の被害

・「整備水準を超える洪水対策」でよいのでは。「望まれます」

は「重要となります」等ではどうでしょうか。（ ）書きが

多く、あまりにも長文。漢字だらけ。もっと平易にかけな

いか。 （大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

・（３）について、文章では非常にわかりづらいため、フロー

チャートのようなもので図示した方が理解し易い。

（琵琶湖河川事務所）

：ご指摘の内容につきましては、図表を追加いたします。

・整備してまで作る防備林や霞堤はない。 (大津土木)

市

町

主

体

河川管理者として効果的・効率的な河川

整備の実施

支

援

河川整備計画策定への参加

住民との連絡調整

住民 支

援

河川整備計画策定への参加

河川整備に対する理解と協力

事業

者等

支

援

河川整備に対する理解と協力

（３）整備水準を超える洪水対策

河川整備を進める際には、整備水準を超える洪水が発生し

た場合でも被害を最小限に抑える工夫をすることが重要で

す。

現存する河畔林について、はん濫流の勢いを抑えるなどの

水害防備林としての治水上の効果を評価し、必要に応じて河

川管理施設としての樹林帯として指定し保全します。

滋賀県は「中長期整備実施河川の検討（平成20年10月）」

および河川整備計画に基づき、河川堤防の高さ、堤防と周辺

家屋との距離、家屋数などを指標として、危険度の高い河川

（Ｔランク河川）・区間を選定し、質的向上を図る事業を実施

します。

具体的には、破堤が生じた場合に壊滅的な被害が想定され、

かつ、当面の間、下流リスクとの関係から新たな河道断面の

拡大（築堤・拡幅・掘削等）、あるいは、掘り込み河川化など

抜本的な破堤回避対策の実施が困難な区間でかつ、人家が連

担する箇所において、家屋の流失など、破堤による壊滅的な

被害を回避するため、堤防の侵食対策や浸透対策にあわせて

堤防天端の舗装など越水にも資する対策や、水害防備林や霞

堤等の整備・保全など堤防強化以外の減災対策も必要に応じ

て検討し実施します。

なお、流況や堤防の形状、背後地の利用状況等から、越水
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の大きさを勘案し、差し迫った危険性が予見される箇所から

優先的に対策を検討・実施します。

２．流域で雨水を「ためる」対策

公園やグラウンド、道路、公共施設等の管理者は、雨水貯

留および地下浸透対策を実施します。農林業関係者は、森林

や農地を適正に保全管理することにより、保水機能や地下浸

透機能の維持を図ります。そのことにより、流域全体での雨

水貯留機能を維持向上させ、降雨の急激な流出を緩和し河川

や水路にかかる負荷を軽減します。

（１）森林や水田の洪水緩和機能等の保全

森林や田畑については、雨水を一時的に貯めたり地下浸透

させる多面的な機能を有しており、この機能が持続的に発揮

されるよう維持保全していくことが必要です。また、手入れ

が行き届いていない山林の倒木などが流木となり、被害拡大

の原因となる場合もあります。

森林の洪水緩和機能の維持や流木による洪水被害の拡大予

防のため、「琵琶湖森林づくり条例」（平成 16 年 4 月）の基

本理念のもと、県は、森林所有者、森林組合、住民、事業者

と協働して森林の多面的な機能の保全に努めます。

また、優良農地を保全整備し将来にわたって確保していく

ため、県および市町は、農業振興地域の整備に関する法律な

ど関係法令の的確な運用や、農業振興に必要な施策を実施す

るとともに、田畑の所有者や耕作者は、農業の営みを通した

：必ずしも限定できないと考えます。河川法に基づき水害防

備林を整備・保全するための樹林帯制度は現存しており、

吉野川など県外ではこれらを活用した整備事例がありま

す。

・流況は、洪水時の水位上昇ではないのか （大津土木）

：洪水の継続時間も重要な要素です。洪水時の水位上昇の状

況も含め流況としています。

・「農業関係者は適正な保全管理」農地の適正な保全管理とは、

どのような管理を想定されているのか？また、農業関係者

に県が想定する適正な保全管理を義務づけるのか。

（農村整備課）

：義務付けは行いません。ご指摘の主旨を踏まえて修正しま

す。

・「洪水緩和機能」という言い方がよいのか。「森林や耕作地

の雨水貯留機能の保全」ではどうか

：「洪水緩和機能」は森林分野で多く用いられている用語です

が、水田に対しても一般的に用いられており、案のとおり

とします。

・市町の役割を記載すべき。 （環境政策課）

：ご指摘に基づき修正します。

・「農業の営みを通した」とは。 （大津土木）

が生じる想定頻度や破堤時の被害の大きさを勘案し、差し迫

った危険性が予見される箇所から優先的に対策を検討・実施

します。

２．流域で雨水を「ためる」対策

公園やグラウンド、道路、公共施設等の管理者は、雨水貯

留および地下浸透対策を実施します。農林業関係者が、森林

や農地の適正な保全管理に務めることができるよう、県およ

び市町は支援を行い、保水機能や地下浸透機能の維持を図り

ます。そのことにより、流域全体での雨水貯留機能を維持向

上させ、降雨の急激な流出を緩和し河川や水路にかかる負荷

を軽減します。

（１）森林や水田の洪水緩和機能等の保全

森林や田畑については、雨水を一時的に貯めたり地下浸透

させる多面的な機能を有しており、この機能が持続的に発揮

されるよう維持保全していくことが必要です。また、手入れ

が行き届いていない山林の倒木などが流木となり、被害拡大

の原因となる場合もあります。

森林の洪水緩和機能の維持や流木による洪水被害の拡大予

防のため、「琵琶湖森林づくり条例」（平成 16 年 4 月）の基

本理念のもと、滋賀県は、市町および国と相互に連携を図り、

森林所有者、森林組合、住民および事業者等と協働して森林

の多面的な機能の保全に努めます。

また、優良農地を保全整備し将来にわたって確保していく

ため、県および市町は、農業振興地域の整備に関する法律な

ど関係法令の的確な運用や、農業振興に必要な施策を実施す

るとともに、田畑の所有者や耕作者は、農業の営みを通した
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適正な保全管理に努めます。

（２）貯留機能の強化

河川・水路等への降雨の急激な流出を緩和するため、市町

は、下水道（雨水）事業との調整を図りながら、県、事業者

および住民と連携し、条例等による規制や助成等を活用し、

以下に示す流出抑制対策を積極的に進めます。

◇雨水貯留対策（公園、グラウンド、ため池、調整池等を活

用した貯留、各家庭や公共施設での雨水タンクによる貯留

など）

◇地下浸透対策（道路における透水性舗装や浸透側溝、各家

庭や公共施設における浸透ますの設置など）

：農産物の生産活動を継続することにより、農用地の適正な

保全管理がなされることを表現しています。

・ここでは水田の一時貯留機能を認めていますが、P5におい

て「水田の貯留機能は限定的」とされています。矛盾は生

じませんか？そもそも、水田に期待するほどの洪水緩和機

能はありません。 （農村振興課）

：本方針でも記載しているように、日常的に生じる中小洪水

については一定の洪水調節機能を発揮します。また、河川

計画もこれらの貯留機能を前提としていることから、これ

らの機能保全は治水上非常に重要です。

・適正な保全管理とは。田畑の所有者、耕作者に適正な保全

管理を義務づけるのか （農村振興課）

：農業関係者は、営農（生産活動）を継続して行っていくた

めに農地の管理は必要であり、治水的にも減災を考えた場

合、みんなで取り組んでいこうというものです。

・「市街地における雨水貯留機能の改善」ではどうか。

（大津土木）

：初めの段落につきましては、ご指摘の内容となりますが、

後段の都市計画法等に基づく開発協議につきましては、市

街地に限定されないため、案のとおりとします。

・雨水貯留対策に水田は含まないのか。 （農村振興課）

：ここでは、市町が条例等による規制や助成を活用し対策を

行うものについて表記しておりますので、水田は対象とな

りにくいと考えます。

・「公園やグラウンド、道路、公共施設等の管理者は、雨水貯

留及び地下浸透対策を実施する」と言い切っているが本基

本方針案の作成に当り、各管理者との調整が図れていない

適正な保全管理に努めます。

（２）貯留機能や地下浸透機能の強化

河川や水路等への降雨の急激な流出を緩和するため、市町

は、下水道（雨水）事業との調整を図りながら、県、事業者

等および住民と連携し、条例等による規制や助成等を活用し、

以下に示す流出抑制対策を積極的に進めます。

◇雨水貯留対策（公園、グラウンド、ため池、調整池等を活

用した貯留、各家庭や公共施設での雨水タンクによる貯留

など）

◇地下浸透対策（道路における透水性舗装や浸透側溝、各家

庭や公共施設における浸透ますの設置など）
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また、都市計画法等に基づく開発行為の許可に関して、各

河川の管理者（県および市町）は、開発に対する雨水排水基

準や開発指導要綱を設け、流下能力が不足する場合など必要

に応じて流出抑制施設の設置を指導します。

県および市町は、開発区域からの適正な雨水流出を図るため、

適宜、開発行為に関する技術基準等の見直しを行います。

表―３：貯留機能の強化に関する役割分担

県 主

体

管理施設における貯留設置および

維持管理

１級河川に関係する開発地におけ

る雨水排水処理の指導

市

町

主

体

管理施設における貯留施設の設置

および維持管理

普通河川等に関係する開発地にお

ける雨水排水処理の指導

支

援

家庭における対策の普及支援

住

民

主

体

家庭における貯留施設の設置およ

び維持管理

事業

者等

主

体

管理施設における貯留施設の設置

および維持管理

３．はん濫を一定の地域に「とどめる」対策

のではないか。 （大津市）

：特に、既に事業実施されている貴市等以外の市町には、こ

の行政部会ＷＧ（まちづくりＷＧ、防災ＷＧ）や本委員会

での議論を通して、理解を得ることが必要と考えておりま

す。

・整理要。もっとすっきり、一つの文章にできないか。

（大津土木）

：初めの文章では、現状での業務について、次の文章では今

後基準の見直しも含め表記しております。

・表-3「雨水貯留対策」の役割分担に加え、「地下浸透対策」

の役割分担を追加すべきと考えます。 （住宅課）

：ご意見に基づき追記します。

また、都市計画法等に基づく開発行為の許可に関して、各

河川の管理者（県および市町）は、開発に対する雨水排水基

準や開発指導要綱を設け、流下能力が不足する場合など必要

に応じて流出抑制施設の設置を指導します。

県および市町は、開発区域からの適正な雨水流出を図るた

め、適宜、開発行為に関する技術基準等の見直しを行います。

表―３：貯留機能や地下浸透機能の強化に関する役割分担

県 主

体

管理施設における貯留施設や地下

浸透施設の設置および維持管理

１級河川に関係する開発地におけ

る雨水排水処理の指導

市

町

主

体

管理施設における貯留施設や地下

浸透施設の設置および維持管理

普通河川等に関係する開発地にお

ける雨水排水処理の指導

支

援

家庭における対策の普及支援

住

民

主

体

家庭における貯留施設や地下浸透

施設の設置および維持管理

事業

者等

主

体

管理施設における貯留施設や地下

浸透施設の設置および維持管理

３．はん濫を一定の地域に「とどめる」対策
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県は、「地先の安全度」に関する情報を活用し、流域・はん

濫原での改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響

を調査します。また、県は調査結果に基づき、一部の地域の

水害リスクが著しく高まる場合など、必要に応じて改変行為

を行うもの（原因者）に対してはん濫原減災対策の実施など

適切な対応を求めます。

また、家屋が立地した場合に、家屋流失や水没が想定され

る箇所や、床上浸水の頻発が想定される箇所では、新たな条

例を制定等により土地利用・建築の規制を行い、人的被害や

深刻な資産被害を回避・軽減します。ただし、これらの規制

にあたっては、新たなまちづくりや歴史的に形成された景観

の保全への取り組みを阻害しないよう最大限配慮します。

・「家屋が立地した場合に・・」とありますが、意味が分かり

にくい。場合によっては、家屋が新たに立地した場合とも

とれるので表現を検討していただきたい。 （建築指導室）

：ご指摘のとおり、誤解のないように「家屋が立地した場合

に、」を削除します

・「新たな条例を制定する等により」に訂正。 （大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

・「新たな条例を制定等により土地利用・建築の規制を行

い、・・・」とありますが、意見対応反映シート -50- で

は、「治水条例における「新たな規制」として制限を設ける

ものではないと考えています。」とあるが、相反する内容と

なっているのでは。 （建築指導室）

：都市計画法においては、既に都市計画基準として「溢水、

湛水、津波、高潮等による災害の発生のおそれのある土地」

について、市街化区域に含まないものと規定されています。

新たな条例で都市計画基準の範囲を明確にすることで、都

市計画法に定める土地利用の適正化が図れるものと考えて

います。すなわち、「治水条例における新たな規制」として

制限を設けるものではないと考えています。

・「ただし、これらの規制にあっては、新たなまちづくりや歴

史的に形成された景観の保全の取り組みを阻害しないよう

最大限配慮します。」とありますが、表-4 では「建築基準

法第３９条に基づく災害危険区域の指定をおこない、建築

滋賀県は、「地先の安全度」に関する情報を活用し、流域・

はん濫原での改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の

影響を調査します。また、県は調査結果に基づき、一部の地

域の水害リスクが著しく高まる場合など、必要に応じて改変

行為を行うもの（原因者）に対してはん濫原減災対策の実施

など適切な対応を求めます。

また、新たな条例の制定等により家屋流失や水没が想定さ

れる箇所における建築規制や、床上浸水の頻発が想定される

箇所における土地利用規制を行い、人的被害や深刻な資産被

害を回避・軽減します。ただし、これらの規制にあたっては、

新たなまちづくりや歴史的に形成された景観の保全への取り

組みを阻害しないよう最大限配慮します。
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（１）既存の氾濫流制御施設の機能復元・維持等

県は、流域に残る二線堤、輪中堤および霞堤について、治

水上の役割や効果等を再評価し、現状の土地利用と整合を図

りながら、機能の復元・維持や新たな整備を行います。

なお、遊水機能を有する霞堤の機能の復元・維持や新たな

整備を進める際、河川整備の計画洪水の処理に資する場合、

本堤との間の土地を河川区域に指定することも検討します。

（２）連続盛土構造物によるリスク転嫁の回避・軽減、また

は連続盛土構造物の有効活用

流域・はん濫原を横断する道路・鉄道などの連続盛土構造

物を設置する場合、当該施設がはん濫流をせき止める効果を

発揮し、はん濫流の上流側では被害を助長する一方で下流側

では被害を軽減する場合があります。

そのため、県は、連続構造物の設置によって一部の地域に

過度にリスク転嫁がされないよう事業者に対して連続盛土の

一部に暗渠を設置したり避溢橋構造としたりするなど必要な

対策を求めます。

また、地域の土地利用によっては、連続盛土構造物の設置

により全体として被害が軽減される場合もあることから、地

域合意が得られる場合には、県は、事業者と連携し、はん濫

規制を行う」とあり、建築基準法の規制は最低限の規制で

あることから、景観への配慮をおこなうならば建築基準法

の規制はなじまないのでは。 （建築指導室）

：最低限の安全性を確保するための対策は必ずしも画一的な

なものではなく、昭和34年通達にも、いくつかの選択可能

な態様が示されています。それらを参考に、最低限の安全

性を確保するために、講じうる複数の対策を示すことで、

一定程度、景観等に配慮することが可能であると考えてお

ります。

・「存在する」が適切では。 （耕地課）

：ご指摘のとおり修正します。

・二線堤、輪中堤、霞堤を復元・新たな整備をすることはな

いのでは。 (大津土木)

：必要に応じて地域の同意のもと実施することはあります。

県外では、ほ場整備で一旦撤去された二線堤が、道路事業

と連携して復元された事例があります。

・連続盛土構造物の有効利用は、現実には不可能（に限りな

く近い）であり、記載すべきでないと考えるが。（大津土木

：現実に整備された事例は多くあります。少なくとも、明ら

かになったリスクを元に、減災対策として有効なもの、あ

るいは、被害を助長するような行為に対し指導・調整する

ことは可能で、公共の福祉を標榜する行政の責務と考えら

れます。

・必ずしなければならない対策なので、強制すれば良い

（大津土木）

：現状では、法制度上の「必ずしなければならない対策」と

なってはおりません。現段階では「望ましい対策」であり、

強制するまでの法整備がなされておらず、事業者の理解を

（１）既存の氾濫流制御施設の機能復元・維持等

滋賀県は、流域に存在する二線堤、輪中堤および霞堤につ

いて、治水上の役割や効果等を再評価し、現状の土地利用と

整合を図りながら、機能の復元・維持や新たな整備を行いま

す。

なお、遊水機能を有する霞堤の機能の復元・維持や新たな

整備を進める際、河川整備の計画洪水の処理に資する場合、

本堤との間の土地を河川区域に指定することも検討します。

（２）連続盛土構造物によるリスク転嫁の回避・軽減、また

は連続盛土構造物の有効活用

流域・はん濫原を横断する道路・鉄道などの連続盛土構造

物を設置する場合、当該施設がはん濫流をせき止める効果を

発揮し、はん濫流の上流側では被害を助長する一方で下流側

では被害を軽減する場合があります。

そのため、滋賀県は、連続構造物の設置によって一部の地

域に過度にリスク転嫁がされないよう事業者等に対して連続

盛土の一部に暗渠を設置したり避溢橋構造としたりするなど

必要な対策を求めます。

また、地域の土地利用によっては、連続盛土構造物の設置

により全体として被害が軽減される場合もあることから、地

域合意が得られる場合には、滋賀県は、事業者と連携し、は
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流制御施設として当該施設の有効活用を図ります。

（３）安全な土地利用や住まい方の誘導

１）安全な土地利用に関すること

都市計画やまちづくり計画については、住宅供給や交通計

画、都市景観、防災防犯など多くの要素を考慮して決定され

ていますが、今後は河川整備の進捗や浸水予想の情報もでき

るだけ反映し、水害にも備えた計画となるよう見直しを進め

ていく必要があります。

そのため県は、床上浸水の頻発が想定される箇所※3 にお

いては、新たに市街化区域へ編入することを原則禁止するこ

ととします。あわせて、被害回避に係る技術基準を設けるこ

となどにより、都市計画法の開発許可制度を連動させ、水害

に対して最低限の安全性を確保した開発を促進します。

得ながら、県民の安全・安心のための対策を求めることと

なります。

・「床上浸水の頻発が想定される箇所」は河川工事の実施によ

り刻々と変化していくことが考えられるが、更新期間はど

のように考えていくのか。また、更新を公表した結果、施

設が不要となった場合は投資した施設費が無駄となること

が考えられるが。 （東近江土木）

：ご指摘の内容につきましては、5 年を目安に更新していく

予定です。また、先行投資した分早く開発できることでメ

リットが生じるとともに、河川整備後においても、整備水

準を超える洪水に対して効果を発揮するため、無駄な投資

ではありません。開発に伴う洪水調整池に関しても同様の

議論があてはまると考えられます。

・「頻発が」は「頻発に」ではないのか。 （大津市）

：特に誤解は生じないと思われることから、原文どおりとし

ます。

・土地区画整理事業等は、開発許可の対象とならないため、

基本方針に基づき審査・指導を行うことは出来ないと思わ

れる。開発許可制度の後に「等」を入れて広く対象とする

ようにしてはいかがか。 （県民生活課）

：ご指摘のとおり修正します。

ん濫流制御施設として当該施設の有効活用を図ります。

（３）安全な土地利用や住まい方の誘導

１）安全な土地利用に関すること

都市計画やまちづくり計画については、住宅供給や交通計

画、都市景観、防災防犯など多くの要素を考慮して決定され

ていますが、今後は河川整備の進捗や浸水予想の情報もでき

るだけ反映し、水害にも備えた計画となるよう見直しを進め

ていく必要があります。

そのため滋賀県は、床上浸水の頻発が想定される箇所※3

においては、新たに市街化区域へ編入することを原則禁止す

ることとします。あわせて、被害回避に係る技術基準を設け

ることなどにより、都市計画法の開発許可制度等を連動させ、

水害に対して最低限の安全性を確保した開発を促進します。
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また、流域治水対策などの減災の考え方が組み入れられた

国土利用計画および土地利用基本計画に基づき安全で安心で

きる県土利用を進めます。

市町は、県の条例や国土利用計画等に基づき、順次市町国

土利用計画等の見直しを進めます。

２）住まい方の工夫に関すること

県は、家屋流失や水没が想定される箇所※4 については、

人的被害を回避するため住居の用に供する建築物および公的

施設（病院、学校、官公庁等）の建築を原則禁止し、人的被

害を回避するために必要な対策が講じられたと認められる場

合に建築を許可します。その実効性を高めるため、県は、既

存建築の建て替えや改築については助成等を行います。

住民や事業者等が、規制区域以外の比較的リスクの高い場

所においても、地域の水害履歴や「地先の安全度」に関する

情報を参考に、建築物の建築の回避や敷地の嵩上げなどの住

まい方の工夫ができるよう、県は耐水建築のガイドラインを

策定するとともに、市町と協働して指導や普及啓発を行いま

す。

・「最低限」という言葉はおかしい「開発の指導基準」等では

ないのか。 （大津市）

：この言葉は、水害に対する安全性の「大きさ」を示す形容

詞であり、想定される水害発生の規模（開発指導基準によ

る降雨強度）に応じた安全性を最低限確保するという意味

です。

・「人的被害を回避するために必要な対策」は誰がおこなうの

か。 （東近江土木）

：建築主が行うものですが、既存不適格物件に対しては、一

定の助成を行うこととしております。

・「その実効性を高めるため、・・・助成等を行います。」とあ

りますが、実効性を高めるために法規制を行い、それに伴

う負担増解消のため助成をおこなうのでは。（建築指導室）

：ご指摘のとおり、実効性を高めるために建築規制を行うも

のです。なお、「地先の安全度」による評価により、既に建

築された建築物のリスク回避を図るために、助成等の措置

により、「人的被害の回避を図る実効性を高める」と表現し

ています。

・「既存建築」は「既存建築物」または「既存建物」とすべき

では。 （建築指導室）

：ご指摘のとおり、「既存建築物」に修正します。

また、流域治水対策などの減災の考え方が組み入れられた

国土利用計画および土地利用基本計画に基づき安全で安心で

きる県土利用を進めます。

市町は、県の条例や国土利用計画等に基づき、順次市町国

土利用計画等の見直しを進めます。

２）住まい方の工夫に関すること

滋賀県は、家屋流失や水没が想定される箇所※4 について

は、建築基準法第39条に基づく災害危険区域を活用した建築

規制を行い、人的被害を回避するため住居の用に供する建築

物および公的施設（病院、学校、官公庁等）の建築を原則禁

止し、人的被害を回避するために必要な対策が講じられたと

認められる場合に建築を許可します。その実効性を高めるた

め、県は、既存建築物の建て替えや改築については助成等を

行います。

住民や事業者等が、規制区域以外の比較的リスクの高い場

所においても、地域の水害履歴や「地先の安全度」に関する

情報を参考に、建築物の建築の回避や敷地の嵩上げなどの住

まい方の工夫ができるよう、県は耐水建築のガイドラインを

策定するとともに、市町と協働して安全な住まい方について

の指導や普及啓発を行います。
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・前段落内に「規制区域」の定義を追記する等「規制区域」

の解説を追記すべきと考えます。 （住宅課）

：ご指摘に基づき修正します。

・「地先の安全度」を公表したときに土地の評価額が下落する

ことが考えられる。公表後に土地を売る場合、下落額の対

応と土地を担保に入れて融資をうける場合の対応はどうす

るのか。 （東近江土木）

：特に対応は考えておりません。「地先の安全度」を公表した

場合に土地評価額が下落する可能性は低いと考えておりま

す。そもそも「地先の安全度」はその土地が潜在的に有す

るリスクを科学的に明らかにしたに過ぎません。現実的に

は、土地価格は様々なリスクと利便性のバランスの中で規

定されており、既に土地の潜在的なリスクも概ね考慮され

ています。水害リスクは、一定の知識があれば、水害履歴

や地形・標高等からある程度推測することは可能です。こ

れまで河川管理者は、県下のいくつかの河川で浸水想定区

域図が公表してきましたが、そのことにより地価が下落し

たことは確認されていないことからも、リスク情報の公表

に伴う地価下落の可能性は低いと考えられます。リスク情

報に不合理な部分があり、そのために特別の被害が生じた

場合については、当然、補償の対象となると考えておりま

す。

・「市町と協働して、指導や普及啓発を行います。」とありま

すが、何を「指導」し、何を「普及啓発」するのか明確に

した方がよいのでは。 （建築指導室）

：流域治水の考え方においては、「地先の安全度」によって住

民が居住する各地点の水害リスクが定量的に評価すること

が可能となったことから、水害から人命被害および資産被

害の回避を図るため、「地先の安全度」の普及啓発や、建築
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規制や土地利用規制等、安全な住まい方の指導を行う必要

があると考えています。なお、既存法令においても災害防

止に関する規定がそれぞれ設けられており、各法令の趣旨

に基づいて必要な指導や普及啓発を行っていただくこと

も、重要であると考えています。このことから、ご指摘に

もとづき、「安全な住まい方についての」を追記します。

・建築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定を行い、建

築規制を行うとあるが、規制する区域として200年に1回

以上の頻度で発生することが想定される個所を対象として

いるように読めるが、そのような解釈でよいか。

また、基準法第39条で建築規制を行う場合の適法性・妥当

性については、昭和40年12月10日住指発193号において、

①将来における災害発生の確実性②制限が必要最小限度の

ものかを判断の基準としている。そのことから考えると39

条による建築規制はその妥当性に欠けるのではないか。

さらに、規制のための条例制定および規制区域の指定と、

規制を運用していく主体は県であると考えてよいのか。

（草津市）

：第二章で述べましたように、気候変動等による外力の増加

により、治水施設のみをもって安全を守り続けることは困

難な状況であります。

県では、学識者部会の提言にもありますように、建築基準

法第39条の適用については、回復不可能な人命被害の回避

のみを目的にする（＝資産被害の回避は目的に含めない）

こと、下流淀川の計画規模の外力に限定していることで、

必要最小限度と判断しております。リスク情報が明らかと

なった段階で、規制の態様をこれ以上緩和することは、憲

法で補償された人命保護の観点から逆に合理を欠くものと

考えられます。なお、200年に1回の発生頻度とは、30年

間に約14％の確率で発生することを意味しており、琵琶湖

西岸断層地震(M7.8)と比しても高頻度です。
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また、平成12年度に施行された土砂災害防止法に見られま

すように、被災の未然防止の観点から建築規制を行う必要

性も認識いただけると思っています。

さらには、現在、国では社会資本整備審議会安全・安心ま

ちづくり小委員会において、水害に強いまちづくり施策の

一環として建築基準法に基づく災害危険区域の活用につい

て議論されているところであります。

なお、日頃より建築実務に携わっていただいているお立場

から、経験的に妥当と思われる範囲について具体的にご意

見をいただけるとありがたいと思います。

また、条例制定等の主体につきましては、基礎自治体の範

囲を超える広域的な水害リスクを基礎情報とした施策であ

ることから、滋賀県が主体となるべきと考えております。

現行法制度で定められる権限及び地方分権の趣旨などを踏

まえつつ、可能な限り滋賀県を主体とした方向で県条例を

制定し、それに基づき実施します。

なお、規制の様態に関わらず、住民の人的被害や資産被害

を回避するためには、住民の方々と最も近い自治体である

市町の協力は欠かせませんので、よろしくお願いします。

・建築・土地利用制限にかかる施策に関して、県条例を制定

し、それに基づき実施するとの回答であったが、表４で「建

築基準法第39条に基づく災害危険区域の指定を行い、建築

規制を行う」となっている。しかし、大津市は建築に関し

ては、独自の建築基準条例を設けており、県が主体的に実

施することとはならないと思われるので、ご見解をお伺い

したい。 （大津市）

：ご指摘のとおり、滋賀県建築基準条例は大津市について

は適用除外となっています。流域治水政策における建築規

制を行うに当たっては、原則として、現行法制度で定めら

れる権限及び地方分権の趣旨などを踏まえつつ、可能な限

り滋賀県を主体とした方向で県条例を制定する方向で検討
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※3 0.5ｍ以上の浸水が 10 年に一回以上の頻度で

発生することが想定される箇所

※4 2．5ｍ３／s２以上の流体力および3m以上の

浸水が200年に1回以上の頻度で発生することが想

定される箇所

表―４：安全な土地利用や住まい方の誘導に関する役割分担

していますが、当然のことながら県内全域で確保すること

が望ましいと考えております。

このことから、今後、災害危険区域制度の活用等を検討す

る過程において、大津市建築基準条例との関係も踏まえ、

十分検討・説明していきたいと考えています。

・また、流域治水基本条例の減災対策で「建築・土地利用規

制の区域指定及び態様、連続盛土・構造物の設置協議を定

める」とあるが、表４の建築基準法第39条による規制と重

複することとなり、混乱を生じることから、流域治水基本

条例のみで建築規制をしていただきたい。 （大津市）

：建築基準法においては、第1条において、「建築物の敷地、

構造、設備及び用途に関する最低の基準を定めて、国民の

生命・健康および財産の保護を図る」ことを目的とされて

おり、災害危険区域制度についても、この目的を達成する

ために設定されていると理解しています。

流域治水政策における建築規制の目的においても、県民の

人的被害を防止する観点から建築規制を行う必要があると

認識しており、

建築基準法と県で策定する条例との整理を行い、混乱が生

じることのないよう十分説明・検討していきます。

※3 0.5ｍ以上の浸水が 10 年に一回以上の頻度で

発生することが想定される箇所

※4 2．5ｍ３／s２以上の流体力および3m以上の

浸水が200年に1回以上の頻度で発生することが想

定される箇所

表―４：安全な土地利用や住まい方の誘導に関する役割分担
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県

・

市

町

主

体

床上浸水の頻発が想定される箇所

については、都市計画法７条に基

づき新たに市街化区域に含めない

家屋流失や水没が想定される箇所

については、建築基準法第39条に

基づく災害危険区域の指定を行

い、建築規制を行う

支

援

安全な住まい方のための基礎地盤

の嵩上げや、耐水化建築に必要な

費用の一部を助成する

住 民

事業者

等

主

体

危険な場所への建築を回避した

り、敷地を高くするなど、水害に

備えた住まい方の工夫を行う

４．水害に「そなえる」対策

県は、「地先の安全度」に関する情報を広く公表し、国・市

町等の関係機関と協働して積極的に普及を行い、流域で暮ら

す住民と水害リスクに関する認識の共有を図ります。その上

で、関係機関・住民と協働し、地域の実情を踏まえたきめ細

やかな避難計画の検討を行うなど、より着実な水害対応の実

現を図ります。

（１）水害に対する意識の向上（知恵を広める）

１）新しい情報を活用する

県は、水防法に基づく主要な河川の浸水想定区域図の公表

に加え、身近な河川・水路等からの氾濫をも考慮した「地先

の安全度」に関する情報を広く整備・開示し、さまざまな手

段を用いて、すべての住民との共有を進めます。これらの情

報については、河川・水路等の治水施設の整備の進捗やはん

濫解析技術などの進歩に応じて適時適切に更新していきま

・冒頭、「県は」とあるが、後段の「その上で、．．．避難計画

の検討」を本当に県が行うのか。 (1)1)②のことか、②は

国もか。市町にお任せできないのか。 （大津土木）

：ご指摘の内容につきましては、現在におきましても、市町

と協働で、水害に強い地域づくり協議会の取り組みとして

地域の実情を踏まえたきめ細やかな避難計画の検討を実施

しております。従いまして、②のまるごとまちごとハザー

ドマップのことを言っているのではありません。まるごと

まちごとハザードマップは、洪水ハザードマップの整備促

進が求められるなか、国が県や市町と協働で取り組んでい

るものです。

・「水害に備えるために」に修正してはどうか。（大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

県

・

市

町

主

体

床上浸水の頻発が想定される箇所

については、都市計画法７条に基

づき新たに市街化区域に含めない

家屋流失や水没が想定される箇所

については、建築基準法第39条に

基づく災害危険区域を活用し、建

築規制を行う

支

援

安全な住まい方のための基礎地盤

の嵩上げや、耐水化建築に必要な

費用の一部を助成する

住 民

事業者

等

主

体

危険な場所への建築を回避した

り、敷地を高くするなど、水害に

備えた住まい方の工夫を行う

４．水害に「そなえる」対策

滋賀県は、「地先の安全度」に関する情報を広く公表し、国

および市町等の関係機関と協働して積極的に普及を行い、流

域で暮らす住民と水害リスクに関する認識の共有を図りま

す。その上で、関係機関および住民と協働し、地域の実情を

踏まえたきめ細やかな避難計画の検討を行うなど、より着実

な水害対応の実現を図ります。

（１）水害に対する意識の向上（知恵を広める）

１）新しい情報を活用する

滋賀県は、水防法に基づく主要な河川の浸水想定区域図の

公表に加え、身近な河川や水路等からの氾濫も考慮した「地

先の安全度」に関する情報を広く整備・開示し、さまざまな

手段を用いて、すべての住民との共有を進めます。これらの

情報については、河川や水路等の治水施設の整備の進捗やは

ん濫解析技術などの進歩に応じて適時適切に更新していきま
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す。さらに県は、これらとあわせ、雨量・水位（予測値も含

む）や、河川の流下能力、堤防点検結果等などを水害対策に

有効なさまざまな情報を積極的に発信していきます。

市町は、従前の浸水想定区域図に加え、県が新たに作成公

表する「地先の安全度」に関する情報についても、洪水ハザ

ードマップ等の基礎情報として活用を進めます。なお、県は

ハザードマップの作成や更新作業が円滑に進むよう、市町に

対し継続的に技術的、財政的支援を行います。

また、洪水ハザードマップをより有効に活用していくため、

以下の取り組みを行います。

① 市町は、ハザードマップが身近なものとなるよう、出来

るだけ住民協働で作成するとともに、他の災害を含めた

複合的なマップづくりを進める。

②国、県および市町は、各地域において日常生活の中で水害

の危険性を実感し、住まい方の工夫などの水害対策や避難

対策を自主的に進めていけるよう想定される浸水深や避難

所などの情報看板を街中に設置する「まるごとまちごとハ

ザードマップ」などを住民協働で進める。

③住民および事業者等は、協働して地域独自の避難判断の目

安や避難体制などを記載した地区別避難計画づくりを進め

るものとし、国、県および市町は各地域での具体的な計画

づくりが円滑に進むよう、技術的な支援を行う。

国・県・市町は、１人でも多くの住民が水害に備える知識

を知るために、住民自らや事業者等が行う以下の取り組みを

促進し積極的に支援していきます。

◇住民自らが勉強し、地域での水害への備えに役立つ知識や

情報を得る努力をする。

・整理要。何度も同じことがかかれているのでは。（大津土木

：ご指摘に基づき修正します。

・「財政的支援」 ここは財政的支援が明確に記載されていま

すが、予算措置の裏付けがあるからでしょうか。その他の

頁にも支援的な記載がありますが、それらにも財政的支援

は受けられないのでしょうか。 （農村振興課）

：ご指摘の内容につきましては、これまで、国の「下水道浸

水被害軽減総合事業」「総合流域防災事業（～H21）」や県の

「ハザードマップ活用支援事業」等の支援制度が用意され

てきております。その他の支援につきましても、流域治水

を実効性あるものとするため、政策の推進と並行して支援

制度を確立してまいります。

・情報看板の設置は住民協働ではなく、自治体が早急に整備

するもの。 （大津土木）

：ご指摘のとおり、自治体が整備するものですが、住民と協

働で取り組むことが大切です。

・地域に入ってくる人々とは。引っ越してこられる人々、訪

問される人々、通りすがりの人々など如何様にも読めます

が、対象を限定する必要はありませんか？ここでは引っ越

す。さらに滋賀県は、これらとあわせ、雨量・水位（予測値

も含む）や、河川の流下能力、堤防点検結果等などを水害に

そなえるために有効なさまざまな情報を積極的に発信してい

きます。

市町は、従前の浸水想定区域図に加え、県が新たに作成公

表する「地先の安全度」に関する情報についても、洪水ハザ

ードマップ等の基礎情報として活用を進めます。なお、滋賀

県はハザードマップの作成や更新作業が円滑に進むよう、市

町に対し継続的に技術的、財政的支援を行います。

また、洪水ハザードマップをより有効に活用していくため、

以下の取り組みを行います。

①市町は、ハザードマップが身近なものとなるよう、出来る

だけ住民協働で作成するとともに、他の災害を含めた複合

的なマップづくりを進める。

②国、県および市町は、各地域において日常生活の中で水害

の危険性を実感し、住まい方の工夫などの水害対策や避難

対策を自主的に進めていけるよう想定される浸水深や避難

所などの情報看板を街中に設置する「まるごとまちごとハ

ザードマップ」などを住民協働で進める。

③住民および事業者等は、協働して地域独自の避難判断の目

安や避難体制などを記載した地区別避難計画づくりを進め

る。

国、県および市町は、１人でも多くの住民が水害に備える

知識を知るために、住民自らや事業者等が行う以下の取り組

みを促進し積極的に支援していきます。

◇住民自らが勉強し、地域での水害への備えに役立つ知識や

情報を得る努力をする。
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◇地域単位の避難マップの作成や図上訓練を実施する。

◇子供たちや若い世代、新たに地域に入ってくる人々に、水

害の危険性や水害に備える知恵を伝える工夫をする。

◇川沿いを歩いて川の状況を日常的に把握したり、川に関す

る各種活動を実施するなど、住民の川への関心を引き戻す

努力を行う。

２）先人の知恵から学ぶ

滋賀県は、関係市町と協働し、地域の水害経験や水害に備

える智恵が将来にわたり伝承されるよう、水害経験者からの

聞き取り調査を行い記録に留めるとともにできる限り広く発

信します。

また、住民・事業者等が行う親しみや楽しみのある川を取

り戻す取り組みは、住民が主体的に川と人との関わりを再考

し、当事者意識を高め洪水に備える意識を取り戻すきっかけ

となることから、県は市町と協働し、これらの取り組みに参

画し有用な情報を提供するなど積極的な支援を行います。

してこられる人々のことと推察いたします。（農村振興課）

：ご指摘に基づき誤解を招かない表現に修正します。

・「引き戻す努力を行う」 引き戻すという表現に違和感、現

在から昔の関心度に引き戻すのか。 （農村振興課）

：古来から川からの恵みと脅威の両方のバランスの中で私た

ちは生活していることを認識していましたが、農業用水は、

琵琶湖からの逆水であったり、治水施設の整備により安心

感が増し、川との関わりにおいて当事者意識が薄れたこと

が、川や琵琶湖を私たちの暮らしから遠いものにしてしま

ったと考えています。

しかしながら、ご指摘に基づき誤解の生じない表現に修正

します。

・‘◇不動産取引時において、「地先の安全度」「「洪水ハ

ザードマップ」等の情報が適切に提供されるよう、取り組

みを進める。’を追記されたい。 （住宅課）

：ご指摘のとおり追記します。

・広く発信するのに「できる限り」とあえて修飾する意図は。

県の進める活動にここだけ「できる限り」とされています。

（農村振興課）

：１）では、地先の安全度を「さまざまな手段を用いて」と

表記しており、「地先の安全度を開示すること」や「先人の

知恵や経験を伝承すること」が非常に重要であることから

特に修飾しています。

・県のことを「滋賀県」、市町のことを「関係市町」と表現が

変わっています。意図は何でしょうか。（農村振興課）

：ご指摘に基づき「滋賀県」に統一します。また、ここでは

地域情報や知恵を根付かせる地先の関係市町のことを言っ

◇地域単位の避難マップの作成や図上訓練を実施する。

◇子供たちや若い世代、新たに地域に定住された人々に、水

害の危険性や水害に備える知恵を伝える工夫をする。

◇川沿いを歩いて川の状況を日常的に把握したり、川に関す

る各種活動を実施するなど、住民の川への関心を高める努

力を行う。

◇不動産取引時において、「地先の安全度」「「洪水ハザー

ドマップ」等の情報が適切に提供されるよう、取り組みを

進める。

２）先人の知恵から学ぶ

滋賀県は、関係市町と協働し、地域の水害経験や水害に備

える智恵が将来にわたり伝承されるよう、水害経験者からの

聞き取り調査を行い記録に留めるとともにできる限り広く発

信します。

また、住民・事業者等が行う親しみや楽しみのある川を取

り戻す取り組みは、住民が主体的に川と人との関わりを再考

し、当事者意識を高め洪水に備える意識を取り戻すきっかけ

となることから、滋賀県は関係市町と協働し、これらの取り

組みに参画し有用な情報を提供するなど積極的な支援を行い

ます。



滋賀県流域治水基本方針(案) （案）に対する意見と対応 意見を反映した修正案

- 46 -

滋賀県は関係市町と協働し、住民や事業者等が水害の備え

に役立つ地域情報や知恵（体験者の経験、水害履歴など）を

根付かせる取り組み（冊子や看板など形に残すなど）を進め

らるよう、有用な情報を提供するなど積極的に支援します。

（２）自ら備え、判断し、行動する人々の育成（人を育てる）

滋賀県は関係市町と協働して、水害に対する地域防災力が

高まるよう、以下の取り組みを進めます。

◇出前講座、水害版図上訓練、避難訓練、学校や生涯学習の

場を通じた防災教育などを継続的に実施する。

◇研修会を開催するなどにより、指導者や地域の防災活動の

中心となるリーダー等を養成するとともに、リーダー等が

防災活動に専念できるよう事業者等へ協力要請などを行

う。

◇訓練等を通じて消防団員等の水防技術 の向上に努める。

◇防災ボランティアなど地域で災害時等に自ら行動できる人

材を育成する。

◇社会教育活動との連携の強化など、関係機関と連携して水

害等に対する意識を高める取組を進める。

住民および事業者等は、水害は必ず起こるという覚悟を持

ち、普段から水害に備える人を育てるため、以下の活動を実

施していくものとし、県および市町は、各種の情報提供や指

導者の派遣などにより、地域の活動を支援します。

◇夜間や雨天時での訓練や、流水のある水路を歩くなど、実

際の避難状況がイメージしやすい訓練を実施する。

◇携帯電話・ラジオ・杖・ロープ・懐中電灯など、避難行動

に必要な道具を揃え、使い方を学習しておく。

ています。

・「進められるよう」に修正。（大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

・県のことを「滋賀県」、市町のことを「関係市町」と表現が

変わっています。意図は何でしょうか。（農村振興課）

：意図はなく事務局の不備です。ここに謝罪いたします。ご

指摘に基づき「滋賀県」に統一します。また、ここでは訓

練や講座を実施する地先の関係市町のことを言っていま

す。

・住民および事業者等に以下の活動を義務づけるということ

でしょうか。 （農村振興課）

：県が義務付けを行うものではありません。流域治水検討委

員会（住民会議）等で議論し整理された住民の諸活動を、

市町と協働しながら支援していくものです。ご指摘の主旨

を踏まえ、誤解が生じないよう修正します。

住民や事業者等が水害の備えに役立つ地域情報や知恵（体

験者の経験、水害履歴など）を根付かせる取り組み（冊子や

看板など形に残すなど）を進められるよう、滋賀県は関係市

町と協働し、有用な情報を提供するなど積極的に支援します。

（２）自ら備え、判断し、行動する人々の育成（人を育てる）

滋賀県は関係市町と協働して、水害に対する地域防災力が

高まるよう、以下の取り組みを進めます。

◇出前講座、水害版図上訓練、避難訓練、学校や生涯学習の

場を通じた防災教育などを継続的に実施する。

◇研修会を開催するなどにより、指導者や地域の防災活動の

中心となるリーダー等を養成するとともに、リーダー等が

防災活動に専念できるよう事業者等へ協力要請などを行

う。

◇訓練等を通じて消防団員等の水防技術の向上に努める。

◇防災ボランティアなど地域で災害時等に自ら行動できる人

材を育成する。

◇社会教育活動との連携の強化など、関係機関と連携して水

害等に対する意識を高める取組を進める。

住民および事業者等が、水害は必ず起こるという覚悟を持

ち、普段から水害に備える人を育てられるよう、滋賀県は市

町と協働して、各種の情報提供や指導者の派遣などにより以

下に示す地域の活動を支援します。

◇夜間や雨天時での訓練や、流水のある水路を歩くなど、実

際の避難状況がイメージしやすい訓練を実施する。

◇携帯電話・ラジオ・杖・ロープ・懐中電灯など、避難行動

に必要な道具を揃え、使い方を学習しておく。
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◇環境保全活動や祭りなどの地域行事と一緒に、水防訓練や

水害に関する勉強会を楽しく実施するなど、多くの人が参

加しやすい工夫をする。

◇防災活動の担い手を増やすため、自治会に属していない人

に対して、地域での様々な防災活動への参加を促す。

◇地域に水害が発生する危険性が高まっている場合は、防災

活動の担い手は地域に留まり警戒活動等に従事できるよう

努める。

（３）各地域間・各種団体間相互の協力体制の構築やネット

ワーク化（仲間をつくる）

滋賀県は関係市町と協働して、各組織間で応援協定が結ば

れるなど、組織同士の連携が図れるよう働きかけるとともに、

各組織が交流できる場を提供します。

市町は、国より示された「災害時要援護者の避難支援ガイ

ドライン」や、県が作成した「災害時要援護者の避難支援対

策マニュアル」を参考に、災害時要援護者対策の取組方針を

明らかにした「避難支援プラン（全体計画）」を策定するとと

もに、要援護者一人ひとりの支援者と避難方法を定めた「避

難支援プラン（個別計画）」の策定を、住民や福祉関係機関と

連携して積極的に進めます。

住民・事業者等は、地域外や異なる目的を持つ団体との協

力体制を整備し、大災害時でも地域を守れるよう、以下の活

動に努めていきます。

◇水防活動の応援や、避難所の利用、物資の支援などの連携

体制を整え、あらかじめ訓練などを一緒に実施しておく。

◇流域間、上下流、左右岸での組織間の協力体制を取り決め

・県のことを「滋賀県」、市町のことを「関係市町」と表現が

変わっています。意図は何でしょうか。（農村振興課）

：意図はなく事務局の不備です。ここに謝罪いたします。ご

指摘に基づき「滋賀県」に統一します。また、ここでは訓

練や講座を実施する地先の関係市町のことを言っていま

す。

・住民・事業者等に以下の活動を義務づけるということでし

ょうか。 （農村振興課）

：県が義務付けを行うものではありません。流域治水検討委

員会（住民会議）等で議論された住民の諸活動を、市町と

協働しながら支援していくものです。ご指摘の主旨を踏ま

え、誤解が生じないよう修正します。

・「訓練などを一緒に」 誰と誰が一緒に実施するのかよくわ

かりません。 （農村振興課）

：ご指摘に基づき修正します。

◇環境保全活動や祭りなどの地域行事と一緒に、水防訓練や

水害に関する勉強会を楽しく実施するなど、多くの人が参

加しやすい工夫をする。

◇防災活動の担い手を増やすため、自治会に属していない人

に対して、地域での様々な防災活動への参加を促す。

◇地域に水害が発生する危険性が高まっている場合は、防災

活動の担い手は地域に留まり警戒活動等に従事できるよう

努める。

（３）各地域間・各種団体間相互の協力体制の構築やネット

ワーク化（仲間をつくる）

滋賀県は関係市町と協働して、各組織間で応援協定が結ば

れるなど、組織同士の連携が図れるよう働きかけるとともに、

各組織が交流できる場を提供します。

市町は、国より示された「災害時要援護者の避難支援ガイ

ドライン」や、県が作成した「災害時要援護者の避難支援対

策マニュアル」を参考に、災害時要援護者対策の取組方針を

明らかにした「避難支援プラン（全体計画）」を策定するとと

もに、要援護者一人ひとりの支援者と避難方法を定めた「避

難支援プラン（個別計画）」の策定を、住民や福祉関係機関と

連携して積極的に進めます。

住民・事業者が地域外や異なる目的を持つ団体との協力体

制を整備し、大災害時でも地域を守れるように、滋賀県は関

係市町と協働して、住民・事業者による以下の活動を支援し

ます。

◇水防活動の応援や、避難所等の利用、物資の支援などの連

携体制を整え、あらかじめ連携する組織と一緒に訓練など

を実施しておく。
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ておく。

◇先進地域のリーダーを招いて話を聞くなど、組織間で交流

し、学び合い、活動を高め合うよう努める。

（４）水害に強い体制の整備（組織・体制をつくる）

１）避難勧告基準等の明確化

市町は、国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」や、県が作成した「洪水等避難計画作成支援マ

ニュアル」を参考に、避難勧告等の発令のタイミングや対象

区域を設定します。避難勧告を行うための雨量や河川・水路

の水位等の判断基準は、雨量・水位の管理者（量水標管理者）

が主体となって、国・県・市町が協働して設定します。

河川等の管理者は、堤内外に避難判断基準となるわかりや

すい目印を設置するなどにより河川の水位を測る工夫を行

い、地域自らが水防活動や自主避難の開始判断を行う水位を

設定するよう努めるものとし、県や市町は地域に対し助言指

導します。

２）情報連絡体制の充実

県は「防災情報提供システム」や「滋賀県土木防災情報シ

ステム（SISPAD）」の適正な運用や訓練を通じて、国、県、

市町および防災関係機関相互の気象予警報や河川水位などの

情報共有機能を高め、情報伝達が確実に行われるよう努める。

市町は、浸水が想定される地域ごとに洪水予報等の伝達方

法について定め、伝達体制を構築します。

・「量水標管理者」が主体ではなく「河川や水路を管理する者」

が主体となるべきではないでしょうか。

（琵琶湖河川事務所）

・「雨量・水位の管理者（量水標管理者）」はおかしい。「河川

等の管理者」でよいのでは。 （大津土木）

：ご指摘のとおり修正します。

・「水位を、わかりやすい目印を設置して測れる工夫を行い」

に修正。 （大津土木）

：案の文章の方が分かり易いと思います。

・整理要。地元用の量水標の設置と避難判断水位等の設定の

ことであると思われるが、文章がわかりにくい。（大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

・地域ごとの伝達体制の整備は現実的ではなく、一定の系統

で伝達する。 （大津市）

：水防法第15条（および土砂法第7条）に基づく情報伝達体

制の構築に関する表記をしており、そこでは、「浸水想定区

域ごとに」あるいは「警戒区域ごとに」情報伝達方法につ

いて定めるものとすることとなっております。

◇流域間、上下流、左右岸での組織間の協力体制を取り決め

ておく。

◇先進地域のリーダーを招いて話を聞くなど、組織間で交流

し、学び合い、活動を高め合うよう努める。

（４）水害に強い体制の整備（組織・体制をつくる）

１）避難勧告基準等の明確化

市町は、国の「避難勧告等の判断・伝達マニュアル作成ガ

イドライン」や、県が作成した「洪水等避難計画作成支援マ

ニュアル」を参考に、避難勧告等の発令のタイミングや対象

区域を設定します。避難勧告を行うための雨量や河川や水路

の水位等の判断基準は、河川等の管理者が主体となって、国、

県および市町が協働して設定します。

河川等の管理者は、堤内外に避難判断基準となるわかりや

すい目印を設置することなどにより、住民が河川の水位を測

れる工夫を行います。そのことにより、地域自らが水防活動

や自主避難の開始判断を行う水位を設定するよう努めるもの

とし、県や市町は地域に対し助言指導します。

２）情報連絡体制の充実

滋賀県は「防災情報提供システム」や「滋賀県土木防災情

報システム（SISPAD）」の適正な運用や訓練を通じて、国、

県、市町および防災関係機関相互の気象予警報や河川水位な

どの情報共有機能を高め、情報伝達が確実に行われるよう努

めます。

市町は、浸水が想定される地域ごとに洪水予報等の伝達方
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また、行政から避難の情報が入らない場合でも、地域が自

ら判断し自主避難ができるよう、国、県および市町は、TV、

ラジオ、ホームページ、携帯電話、防災無線等多様な手段を

通して、行政から住民へ河川の水位や降雨状況、避難情報な

どの情報が確実かつ迅速に提供される体制整備を図ります。

住民や事業者等は、行政からの避難などの情報をみんなに

確実に伝えられるよう、地域独自の連絡網の整備、半鐘や太

鼓など音による伝達などの工夫に努め、訓練などを通じて確

認することに努めます。

３）避難方法の明確化

市町は、安全に避難できるルートや避難所を確保して住民

に周知するとともに、住民が水害時の避難情報を正しく判断

し行動に移せるようにするため、浸水深に応じた避難方法を

洪水ハザードマップに明示していくものとし、国および県は、

市町に対して技術的・財政的な支援を行います。

・避難の情報が行政から入らない場合であっても自主避難の

検討や実施を求めることは理解できるが、「行政から避難の

情報が入らない場合でも、・・・」に対し文末の「迅速に提

供される体制整備を図ります。」は意味が通じない。

（大津市）

：ご指摘に基づき、分かり易い表現に修正します。

・住民や事業者等に整備、訓練など義務づけるということで

しょうか。 （農村振興課）

：義務づけではなく、いつ起こるか分からない水害に対して

訓練などを通じて備えましょうということです。

・「半鐘や太鼓．．．」記載する必要があるのか。（大津土木）

：地域での避難ルールのひとつとして、そのような取り組み

が引き継がれています。同じことを行う必要はありません

が、それに代わるルールを各地域で作ることが減災対策に

とって必要であると考えます。

・記載内容が、P20～21とダブっている。必要か。（大津土木）

：ご指摘のとおり削除します。

・「安全に避難できるルート・・・」とは、どこからの避難を

基準に示すのか。特に浸水が想定される地域における安全

な避難ルートとは何をもって判断するのか。また、マップ

上での明示方法がイメージできない。事案に応じて避難所

を選定する必要はあるが、避難時における現地の状況が想

定しきれない中、市として避難路を予め設定することは非

常に難しい。 （大津市）

・「・・・浸水深に応じた避難方法の洪水ハザードマップに明

示・・・」とは。浸水深に応じた避難方法の明示とは如何

に行うのか。 （大津市）

：ご指摘の内容および（大津土木）の意見も踏まえ、削除し

法について定め、伝達体制を構築します。

また、市町から避難勧告等の情報が入らない場合でも、地

域が自ら判断し自主避難ができるよう、国、県および市町は、

TV、ラジオ、ホームページ、携帯電話、防災無線等多様な手

段を通して、行政から住民へ河川の水位や降雨状況、避難情

報などの情報が確実かつ迅速に提供される体制整備を図りま

す。

行政からの避難などの情報が住民・事業者等の間で確実に

伝達されるような体制を整備することが望まれます。そのた

め、滋賀県は関係市町と協働して、住民や事業者が行う地域

独自の連絡網の整備、半鐘や太鼓など音による伝達などの工

夫に努め、訓練などを通じて確認する活動を積極的に支援し

ます。
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４）避難所等の機能強化

市町は、国や県が示す想定浸水深を基準に既存の避難所を

点検し、避難所の電気設備等を想定浸水深以上に設置するな

どの耐水化に努めるとともに、水害時においても利用できる

高層建築物等を代替避難所に指定するなどにより、避難所や

避難路を確保します。

また、市町は、高齢者や障害者などの災害時要援護者が安

心して避難出来るよう福祉避難所の確保に努めます。

さらに、市町内で所要の避難所等を確保できない場合、近

隣市町と応援協定を結ぶなどにより広域避難ができる体制整

備を進めます。

市町は、平素から各家庭や自治会、自主防災組織と一体と

なって必要な食料を確保する体制整備に努めます。県は、必

要な食料について公的備蓄および流通在庫方式により確保に

努めます。

５）自主防災組織の体制整備

住民は、地域の自主防災を担う活発で持続的な組織をつく

り、どのような水害にあっても自分たちで地域を守れるよう、

以下の事項に努めます。また、事業者等は、この組織の活動

に積極的に参加するよう努めます。

ます。

・想定浸水深では何を根拠しているのかわからないため、明

確にする必要がある。 （琵琶湖河川事務所）

：ご指摘に基づき修正します。

・「国や県が示す想定浸水深を基準に」とありますが、他の項

目については想定浸水深と「地先の安全度」を基準にして

いると考えますが、ここだけ違う理由があるのでしょうか。

（建築指導室）

：ご指摘のとおりであり、修正します。

・「水害時においても利用できる高層建築物等・・」とありま

すが、津波からの避難なら理解できるが、水害からの避難、

地域性から鑑みて「高層建築物」については修正した方が

よいのでは。 （建築指導室）

：ご指摘を踏まえ修正します。

・避難路を確保する対策が書かれていない。 （大津土木）

：ご指摘に基づき修正します。

３）避難所等の機能強化

市町は、国や県が公表している浸水想定区域図および「地

先の安全度」に関する情報を基準に既存の避難所等を点検し、

避難所等の電気設備等を想定浸水深以上に設置するなどの耐

水化に努めるとともに、水害時においても利用できる複数階

の建築物等を代替避難所に指定するなどにより、避難所等を

確保します。また、自主防災組織等は、ワークショップなど

の手法により、避難所等までの最も安全な避難路を検討しま

す。

市町は、高齢者や障害者などの災害時要援護者が安心して

避難出来るよう福祉避難所の確保に努めます。

さらに、市町内で所要の避難所等を確保できない場合、近

隣市町と応援協定を結ぶなどにより広域避難ができる体制整

備を進めます。

市町は、平素から各家庭や自治会、自主防災組織と一体と

なって必要な食料を確保する体制整備に努めます。滋賀県は、

必要な食料について公的備蓄および流通在庫方式により確保

に努めます。

４）自主防災組織の体制整備

住民は、地域の自主防災を担う活発で持続的な組織をつく

り、どのような水害にあっても自分たちで地域を守れるよう、

以下の事項に努めます。また、事業者等は、この組織の活動

に積極的に参加するよう努めます。

◇地域で共に行動する行事をつくり、多くの住民が参加して

日頃からコミュニケーションがとれるよう努める。

◇地域を思う熱いリーダーや担い手が中心となって、自主防
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◇地域で共に行動する行事をつくり、多くの住民が参加して

日頃からコミュニケーションがとれるよう努める。

◇地域を思う熱いリーダーや担い手が中心となって、自主防

災を担う組織を作り運営していく。

◇普段から水防活動や避難の判断を地域でも行えるようなル

ールを作っていく。

◇他の組織との交流や、川の歴史を調べたり川で遊ぶなどの

楽しみを加えた工夫をする。

市町は、資機材の整備などに対して助成することや、地域

の積極的な活動内容を紹介していくことなどにより、組織的

な活動が継続されるよう支援します。

また、河川沿いの複数集落が連合して組織を作るなど、高

齢化や過疎化が進んでいる地域においても組織的な活動が継

続できるよう支援します。

（５）的確な応急対策と復旧のための体制強化

はん濫が発生した際には、被害の拡大を防ぐための速やか

な対応が重要です。

このため、国、県、市町、住民、事業者等、防災関係機関

は、水防計画、地域防災計画、防災業務計画の災害応急対策

計画や災害復旧計画に基づく各々の役割を果たせるよう、訓

練を実施するなどにより、各組織の体制の強化を進めます。

なお、県および市町は、各組織間の連携が十分図れるよう、

水防訓練や総合防災訓練等を実施します。

表―５：水害にそなえる対策に関する役割分担

・「事業者等、防災関係機関」繋がりがおかしいのでは。

（大津市）

：ご指摘に基づき誤解のない表現に修正します。

災を担う組織を作り運営していく。

◇普段から水防活動や避難の判断を地域でも行えるようなル

ールを作っていく。

◇他の組織との交流や、川の歴史を調べたり川で遊ぶなどの

楽しみを加えた工夫をする。

市町は、資機材の整備などに対して助成することや、地域

の積極的な活動内容を紹介していくことなどにより、組織的

な活動が継続されるよう支援します。

また、河川沿いの複数集落が連合して組織を作るなど、高

齢化や過疎化が進んでいる地域においても組織的な活動が継

続できるよう支援します。

（５）的確な応急対策と復旧のための体制強化

はん濫が発生した際には、被害の拡大を防ぐための速やか

な対応が重要です。

このため、国、県、市町、住民、事業者等および防災関係

機関は、水防計画、地域防災計画、防災業務計画の災害応急

対策計画や災害復旧計画に基づく各々の役割を果たせるよ

う、訓練を実施するなどにより、各組織の体制の強化を進め

ます。

なお、県および市町は、各組織間の連携が十分図れるよう、

水防訓練や総合防災訓練等を実施します。

表―５：水害にそなえる対策に関する役割分担

国

・

県

主

体

指定した河川における洪水予報や

水位情報の通知および周知

指定した河川における水防警報の

発令および通知

指定した河川における浸水想定区

域の指定公表

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達
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国

・

県

主

体

指定した河川における洪水予報や

水位情報の通知および周知

指定した河川における水防警報の

発令および通知

指定した河川における浸水想定区

域の指定公表

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達

迅速な災害復旧の実施

支

援

市町・指定地方公共機関の防災活動

の援助調整

水防体制と組織の確立強化、水防に

関する市町の指導

市

町

主

体

防災のための知識の普及、教育、お

よび訓練

自主防災組織の育成指導

災害時要援護者対策の推進

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達

避難の指示、勧告および避難者の誘

導ならびに避難所の開設

水防組織の整備、資機材等の備蓄

消防（水防）機関の出動、出動準備

浸水想定区域が指定された場合の

ハザードマップの作成配布

住

民

主

体

地域の防災活動への参加

立ち退き指示に基づく避難

リーダーや担い手が中心となって

自主防災を担う組織を作り運営

水防活動や避難判断ルールを作成

迅速な災害復旧の実施

支

援

市町・指定地方公共機関の防災活動

の援助調整

水防体制と組織の確立強化、水防に

関する市町の指導

市

町

主

体

防災のための知識の普及、教育、お

よび訓練

自主防災組織の育成指導

災害時要援護者対策の推進

災害に関する警報および情報等の

収集および伝達

避難の指示、勧告および避難者の誘

導ならびに避難所の開設

水防組織の整備、資機材等の備蓄

消防（水防）機関の出動、出動準備

浸水想定区域が指定された場合の

ハザードマップの作成配布

住

民

主

体

地域の防災活動への参加

立ち退き指示に基づく避難

リーダーや担い手が中心となって

自主防災を担う組織を作り運営

水防活動や避難判断ルールを作成

事 業

者等

主

体

市町長からの要請に基づく水防活

動等への従事
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事 業

者等

主

体

市町長からの要請に基づく水防活

動等への従事

防 災

関 係

機関

主

体

法令、水防計画、地域防災計画およ

び防災業務計画に基づき活動を実

施する。

５．「ながす」・「ためる」・「とどめる」・「そなえる」対策を円

滑に進める方策

（１）「地先の安全度」に関する情報を活用した事業評価

「川の中の対策（ながす）」や「川の外の対策（ためる・と

どめる・そなえる）」の計画段階で「地先の安全度」を活用し

て、各対策の減災効果を計量化し、施設設計や事業採択に活

用します。

流域治水政策の進捗を点検するため、流域・はん濫原での

改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響を定期的

に調査し、「地先の安全度」の変化として広く住民に開示し、

情報の共有化を図ります。

（２）滋賀県流域治水基本条例（仮称）の策定

本基本方針を実効性あるものにするために、主として以下

の項目を定めた県条例（仮称：滋賀県流域治水基本条例）を

策定します。

・地先の安全度の調査・公表（情報公開、見直しなど）

・流域貯留対策に関すること（雨水貯留や地下浸透対策の推

進など）

・新たに章立てした方が分かり易い。 （監理課）

：ご指摘のとおり章立てします。

・誰がどの事業について評価を行うのか明らかにされたい。

（大津市）

：氾濫原において施設管理者が事業を行う場合、地先の安全

度を活用した設計（評価）を行うこと、あるいは施設管理

者の事業に補助をする側の者が補助採択の要件として地先

の安全度を踏まえた設計をしているかの審査（評価）をす

ることを想定しています。例えば、バイパス道路を建設す

る場合に、その道路管理者が、地先の安全度を活用して盛

土高や配水施設などを適正に設計することが該当します。

・政府提案にある、はん濫原管理者制度はどのように位置づ

けるのか。条例ではどう考えているのか。 （水政課）

：ご指摘のはん濫原管理者制度につきましては、「はん濫原減

災対策に関すること」で位置づけようと考えています。

内容につきましては、第四章３．「はん濫を一定の地域に「と

どめる」対策」、４．（１）１）「新しい情報を活用する」お

よび５．（３）「水害に強い地域づくり協議会および水害に

強い地域づくり計画」に示すものを中心に表記を検討して

います。

・先行して設置されている水害に強い地域づくり協議会と条

例化される水害に強い地域づくり協議会とはどのような関

係や位置付けとなるのでしょうか。または、先行して設置

防 災

関 係

機関

主

体

法令、水防計画、地域防災計画およ

び防災業務計画に基づき活動を実

施する。

■第五章「ながす」・「ためる」・「とどめる」・「そなえる」対

策を円滑に進める方策

１．「地先の安全度」に関する情報を活用した事業評価

「川の中の対策（ながす）」や「川の外の対策（ためる・と

どめる・そなえる）」の計画段階で「地先の安全度」を活用し

て、各対策の減災効果を計量化し、施設設計や事業採択に活

用します。

流域治水政策の進捗を点検するため、流域・はん濫原での

改変行為（連続盛土構造物の設置・撤去等）の影響を定期的

に調査し、「地先の安全度」の変化として広く住民に開示し、

情報の共有化を図ります。

２．滋賀県流域治水基本条例（仮称）の策定

本基本方針を実効性あるものにするために、主として以下

の項目を定めた県条例（仮称：滋賀県流域治水基本条例）を

策定します。

・地先の安全度の調査・公表（情報公開、見直しなど）

・流域貯留対策に関すること（雨水貯留や地下浸透対策の推

進など）

・はん濫原減災対策に関すること（建築・土地利用規制の区

域指定及び態様、連続盛土・構造物の設置協議など）

・水害に関する地域防災力向上対策に関すること
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・はん濫原減災対策に関すること（建築・土地利用規制の区

域指定及び態様、連続盛土・構造物の設置協議など）

・地域防災力向上対策に関すること

・水害に強い地域づくり協議会・水害に強い地域づくり計画

に関すること（位置付けなど）

されている水害に強い地域づくり協議会は条例化により見

直す必要が生じるのでしょうか。

（琵琶湖河川事務所）

：基本方針に記載している協議会を、条例の中にも記載し、

各々の圏域の流域治水政策を担う重要な組織であることを

位置づけます。先行する協議会を見直すものではありませ

ん。

・条例の中でどのように規定する予定なのか具体的にお示し

ください。

（琵琶湖河川事務所）

：まだ具体的にお示しできるものではありませんが、目的、

活動内容、構成団体等を記載することになると考えていま

す。

・「水害に強い地域づくり計画」は協議会で検討している１つ

のメニューと考えますが、これのみを「特出し」する理由。

「・・・協議会に関すること」で充分はないでしょうか。

（琵琶湖河川事務所）

：「水害に強い地域づくり」を推進するためには、各圏域が抱

える課題に対して、対策を講じることが必要です。ご指摘

のとおり、現在、各協議会では、各々の課題に対してＷＧ

を設置し検討を行っております。地域づくり計画ＷＧもそ

のひとつであります。県では、「地先の安全度」情報に基づ

き人的被害が発生する恐れのある地域を優先して、「水害に

強い地域づくり計画」の策定を国、関係市町、関係団体お

よび地域住民等と協働で進め、計画を実践していくことに

より、何時起こるか分からない水害に対して人的被害の発

生をふせぐことが重要であると考えています。そのような

ことから、「水害に強い地域づくり計画」の記載を考えてい

ます。計画を策定することだけが目的にならないよう、地

域の皆さんと膝をつき合わせながら地域に根ざした「計画」

・水害に強い地域づくり協議会・水害に強い地域づくり計画

に関すること（位置付けなど）
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（３）水害に強い地域づくり協議会および水害に強い地域づ

くり計画

地域住民・市町・県・国・関係機関等が協働して、流域治

水対策を推進するためのプラットホームとして水害に強い地

域づくり協議会を設置します。

家屋の流失や水没、床上・床下浸水が想定される箇所を含

む地域では、これらの被害を着実に回避・軽減するため地域

の特性に応じた課題を整理し、地域の特性に応じた対応策を

とりまとめた計画（水害に強い地域づくり計画）の策定に努

めます。特に人的被害につながる家屋の流失や水没が想定さ

れる地域では、早急に計画の策定・実施を進めていきます。

を作ることが重要だと考えています。

・漠然とした地域防災力でなく「水害に関する」を追記。

（防災危機管理局）

：ご指摘のとおり修正します。

・「プラットホーム」は難解。 （大津土木）

・「プラットホーム」一般的に認知されたカタカナ表記でしょ

うか。「プラットホーム（基礎組織）」あるいは単に「基礎

組織」などに表記を改めてはどうか。 （農村振興課）

：プラットホームは、様々な人がそれぞれの目的で集い、そ

こからそれぞれの目的に向かって旅立っていく場のことを

言っていますが、ご指摘に基づき「組織」に修正します。

３．水害に強い地域づくり協議会および水害に強い地域づく

り計画

地域住民・市町・県・国・関係機関等が協働して、流域治

水対策を推進するための組織として水害に強い地域づくり協

議会（または、水害・土砂災害に強い地域づくり協議会）を

設置します。

家屋の流失や水没、床上・床下浸水が想定される箇所を含む

地域では、これらの被害を着実に回避・軽減するため地域の

特性に応じた課題を整理し、地域の特性に応じた対応策をと

りまとめた計画（水害に強い地域づくり計画）の策定に努め

ます。特に人的被害につながる家屋の流失や水没が想定され

る地域では、早急に計画の策定・実施を進めていきます。
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